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民 生 常 任 委 員 会 記 録

平成１６年３月１５日（月）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時２２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 野口　博  副委員長 上村高義  委　　員 古谷博子

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 原田　平  委　　員 山下信行

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森川　薫 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎　　

同部参事兼市民課長　川本将之　　同部参事兼産業振興課長　阿久根俊二　　

同部参事兼環境業務課長　紀田光司　　市民課参事　浅井重雄　　

保健福祉部長　上田日春二　　同部次長　堀口賢司

同部参事兼社会福祉課長　葭中　勉　　同部参事兼介護保険課長　中井秀一

同部参事兼国保年金課長　佐藤芳雄　　高齢者障害者福祉課長　登阪　弘

国保年金課参事　東角泰典

請願紹介議員　原田　平　請願紹介議員　安藤　薫

１．出席した議会事務局職員

事務局次長代理　野杁雄三　　同局書記　寺前和惠

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１６年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１５年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２９号　摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第　７号　平成１６年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第２４号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分

議案第２６号　摂津市敬老金条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３１号　摂津市老齢福祉年金支給条例を廃止する条例制定の件

議案第３２号　摂津市障害者福祉金支給条例を廃止する条例制定の件

議案第３３号　摂津市遺児年金支給条例を廃止する条例制定の件
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議案第　３号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号　平成１６年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１１号　平成１５年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第　８号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１４号　平成１５年度摂津市介護保険特別会計補正予算

請願第　１号　鳥飼上四丁目、ふれあいの里バス停前の固形燃料製造工場進出に反対

する請願
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（午前１０時３分　開会）

○野口委員長　ただいまから民生常任委

員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は山下委員

を指名します。

　先日に引き続き審査を行います。

　きょうは、最初に議案第２９号の審査

を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。質疑ございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　質疑なしと認め、以上で

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４分　休憩）

（午前１０時５分　再開）

○野口委員長　再開します。

　続いて、議案第７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　このパートタイマーの退職

制度に加入されている事業所の、ここ近

年の推移と、また１６年度の見込み等、

そしてまた、この制度を周知するための、

加入していただくための、どういうよう

なご努力をされてきているのかというこ

とだけ、１点だけ質問しときます。

○野口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　私の方から、

加入状況と、その制度の周知のための施

策についてお答えさせていただきます。

　加入状況の最近の推移でありますが、

平成１２年度、６１事業所、４０４人、

それと、平成１３年度末、５９事業所、

４０２人、平成１４年度末が、５４事業

所の３２１人、平成１５年度、予算調製

時期でありますが、今回の１６年度の予

算調製時期におきまして、５４事業所、

３２６人です。特に、全体的、当初から

見ますと、昭和６０年、発足当時につき

ましては、事業所２５の１２６人です。

それと、ピークにつきましては、事業所

につきましては、平成２年の７６事業所、

非加入者につきましては、平成８年度、

６３０人、これがピークでありまして、

これからしますと、かなりの事業所の減

少、被共済者の減少を来たしております。

　これにつきましての私どもの取り組み

でありますが、これまでに、市内企業の

訪問、また、商工ニュース等におけるＰ

Ｒ、それと、過去に、中高年の職業相談

ウィークの中でも、パートタイマー共済

制度の加入相談コーナー等々を設けまし

て加入の促進に取り組んでおりますが、

ご存じのとおり、今日の企業の廃業、倒

産が続く中で厳しい環境であります。特

に、今回、製造業の実態調査も行いまし

が、６割に近い事業所が、対前年比、売

上が減ったというような実態もあります

ので、大変厳しい状況でありますが、今

日の労働の多様化に対するパートタイマー

の役割等を考えながら、機会をとらまえ

て促進に努めていきたいというふうに考

えております。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　１６年度の見込みは、多分

１５年度の実績を見て同数程度というふ

うに見られているのか、若干マイナスと

見られてる程度だと思うんですけど、やっ

ぱりパートタイマーの皆さんの、そういっ

た不安定な立場をより補完するという意

味におきましても、しっかりとこれまた

周知というんですかね、勧誘いうんです

か、事業所に参加していただけるような

努力をしっかりとしていただくことを、

これを要望しておきたいと思います。

○野口委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　以前から、パートタイマー
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の運用利子ということで、これ昨年でし

たかね、見直しされたということで、一

般会計からの繰り入れ、ことし１６年度

は３００万５，０００円ということで、

昨年より９３万９，０００円下がっとる

ということでありますけども、共済金の

積み立てが今実際幾らぐらいあるかな、

総額で幾らぐらいあるのかなということ

と、収支バランス的に見て、今回、一般

会計繰り入れを減額しておりますけども、

今後、今の運用利率で十分やっていける

のかなということと、あと、以前、国と

のパートタイマー退職金の共済の制度と

一体化していくという話もありましたけ

ども、その辺の方向性はどうなっていく

んかなということを、あわせてお聞かせ

願います。

○野口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　それでは、私

の方から、一般会計の繰入金ということ

につきましてお答えさせていただきます。

　一般会計繰り入れにつきましては、平

成１２年度から、配当利率と運用利率の

格差が低金利の中で生じるということで、

平成１２年度に、１２年８月１日、従来

の約５．７％を３％に引き下げました。

それでも、依然としてそういう格差が生

じるということで、昨年の８月１日に、

３％を１％に、条例を改正して施行いた

しているところであります。

　今回の分につきましても、平成１６年

度、３００万５，０００円、前年度に比

べまして、９３万９，０００円の減額の

中で一般から繰り入れをしております。

これにつきましても、やはりこういう金

利が続きますので、多分、この一般の繰

り出しにつきましてはこれからも存続す

ると思いますが、できるだけ財政運営が

うまくいくように、私どもについては何

らかの工夫を重ねていきたというふうに

は考えております。

　それと、お尋ねの積立金の金額であり

ますが、平成１４年度末に８，８００万

円、数字については今ちょっと調べてお

りますが、８，８００万円の差し引き残

高がございます。積立金の残金がありま

す。これを充当いたします関係もありま

して、現在につきましては８，３００万

円、正確な数字については後から申し上

げますが、そういうような状況になって

おります。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　運用利率を１％にしたとい

うことで、その収支バランスがよい方向

に向かっているということであります。

しかし、一般会計繰り出しということは、

今の摂津市の財政状況からいくと、この

繰り出しというのが他市に比べて非常に

多いということで、やはりこれは、理想

的な姿はやっぱりゼロに持っていって、

パートタイマーの中で健全会計を保つと

いうのがあるべき姿ではないかなという

ふうに考えています。

　共済金も、平成１４年度末が８，８０

０万円、１５年度末が８，３００万円程

度かなということで、５００万円減って

きとるわけですね。これがだんだん減っ

ていくということになってくると、この

会計自身がまた赤字会計に陥る可能性も

あるので、そういったことを十分吟味し

ながら会計の運用をやっていただきたい

なというふうに、これは要望しときます

ので、よろしくお願いいたします。

　国の制度と整合性についてお答えくた

さい。。

○野口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　国の制度につ

いての整合性ということで、今回の改正

におきましても、パートの運営委員会で

議論を行いましたが、やはり国の制度で
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ある中退共におきましても、３％を１％

に引き下げた。そういう状況を踏まえて、

やはり国のそういう動向を見ながらやっ

ていったらどないかというような方向も

いただいておりますので、そういう関係

で、今後、我々につきましても、国のそ

ういう制度につきましても、十分注意し

ながらいきたいと考えております。

　それと、１点目の積立金の正確な金額

ですが、平成１４年度末に８，８６５万

１，７５９円、それと、平成１５年の１

０月、８，３１５万６，９８３円、そう

いうような積立金の状況であります。

○野口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１５分　休憩）

（午前１０時１６分　再開）

○野口委員長　再開します。

　続いて、議案第２４号所管分の審査を

行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　料金の改定ということで、

今回所管の分が、エとオとカですね。破

産に関する証明と埋火葬に関する証明、

それから、自動車の臨時運行の許可とい

うことですけど。

　行政側の方で、このように料金を改正

される１つの根拠となっているのに、や

はり他市の状況の比較というのもあると

思うんですけどね、そういった他市の状

況も踏まえて妥当であるということにつ

いての、もう少し詳しく説明を一遍して

いただきたいと思います。

○野口委員長　川本参事。

○川本生活環境部参事　今回の条例改正

につきましては、今おっしゃいました破

産に関する証明とか、埋火葬に関する証

明、自動車の臨時運行許可手数料の件に

つきましては、条例の見直しの中で、一

定、破産については、今の条例が、ウが

エに変わるとか、埋火葬につきましては、

今まで明記しておりませんでした。これ

につきましては、各市とも条例見させて

いただいた中で明記しておりましたので、

今回については明記させていただくと。

それについての取り扱いは、今までは、

それぞれのいずれにも該当しない証明と

いう中身の中で処理させていただいてい

たわけなんですが、これも明確にしたと

いうことでございます。

　それと、いわゆる今回改定をお願いし

ている住民票、それから印鑑証明、諸証

明等につきましては、他市の状況を勘案

した中で、今回、２００円を３００円に

改定させていただいたのと、それから、

前回、改定が平成７年でございましたの

で、約８年間経過しておりますので、今

回見直しをお願いするというところでご

ざいます。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　今、８年経過したからとい

うことを言われましたけども、問題はそ

うではありませんね。８年前と比べて、

今日の状況の推移を見てみると、所得が

ずっと落ちてきているという状況にあり

ますでしょ。そういう中にあって、やっ

ぱり、そりゃしょっちゅう取るものでは

ありませんけれども、しかし、手数料を

改定されるとこういうものもやっぱり響

いてくるわけですから、公共料金につい

ては、諸般の事情と言うなら、年がたっ

たというだけじゃなくて、経済実態を考

えてやるべきであって、やっぱり今のよ

うな状況にあるときは値上げを抑えると

いう方向を模索するのが筋ではありませ

んか。お聞きしたいと思います。
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○野口委員長　川本参事。

○川本生活環境部参事　こういう社会情

勢であるからこそ、こういう料金につい

ては据え置くのが本当じゃないかという

ご質問の中身やと思うんですけれども、

これ等につきましては、やっぱり近隣各

市も値上げしてきている中で、私どもの

いわゆる住民票なりのコストもかなり上

がってきておりまして、それとともに、

市役所全体の中で、やっぱり財政難にも

陥ってきております。市民の方も、そう

いう財政難になってきているんですけど、

市としても財政難に陥ってきているとい

う中で、手数料の見直しを全庁的に見直

そうという中からも出てきた話も一部ご

ざいますので、ご了解をいただきたいと

思います。

○野口委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２１分　休憩）

（午前１０時２３分　再開）

○野口委員長　再開します。

　続いて、議案第２６号、議案第３１号、

議案第３２号及び議案第３３号の審査を

行います。

　この４件については補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　まず、議案第２６号につい

てですけども、敬老金の問題ですけど、

他市がどのようにやられているのかも含

めての本市の考え方について、もう少し

詳しく説明をお願いしたいと思います。

　それから、このことについては、他の

さまざまな関連事業にシフトがえという

考え方もその中にはあると、こういうこ

とで以前からは若干聞いておりましたけ

ども、どのようにシフトがえをしたと考

えられるのかということも、ちょっと具

体的に説明に加えていただけませんか。

　３１号ですが、老齢福祉年金受給資格

者が減少したためとなっておりますけど

も、今のところ、いなくなられたという

ことでちょっと前回もお聞きしましたけ

ども、今後も発生する見込みがないとい

うことでしたので、減少したということ

が表現としては正しいのかどうかという、

減少したということは、まだいらっしゃ

るというふうな気がするわけですが、対

象者がなくなったということではないの

かということ。

　それから、一応参考までに、これ、ど

のぐらいの支給がなされたのかというこ

とだけ、ちょっと聞いておきたいと思い

ます。

　それと３２号、障害者福祉金支給条例

の廃止ですけども、これにつきましても、

行政の考え方の中では、他市の状況も参

考にされたと思いますし、その辺の状況

と、そして、事業のシフトがえという考

え方もあると思いますので、そのシフト

がえも含めて、もう一度ちょっとご説明

をください。

　３３号、遺児年金支給条例を廃止する

件につきましても、考え方ですね、これ

も、他市における状況等踏まえて、近隣

市で結構です、北摂各市の状況も踏まえ

て、また、事業のシフトがえの考え方も

入れてご説明をお願いしたいと思います。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　条例の廃止提案

の理由として、減少したという表現をさ

せていただいているわけですが、これに

つきましては、本条例の対象になってお

りますのが、明治４４年４月の１日以前

にお生まれになった方で、なおかつ、扶

養義務者の所得制限等により、老齢福祉

年金が支給停止になっておる者というこ
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とが条件になるわけでございますが、せ

んだっての、この条例の制定の提案の中

でも申し上げておりますように、１４年

度末で支給対象者がゼロになっておりま

す。

　ただし、先ほど申し上げましたように、

明治４４年４月１日以前にお生まれになっ

た方、これ、現に摂津市内にまだ相当数

おられますし、また、この条例制定の中

でも申し上げましたように、現に、いわ

ゆる扶養義務者の所得制限にかかわらず、

要は、扶養義務者の所得が少ないために、

支給を受けられておるために、この条例

の給付が受けられないという方が、２月

段階で１９名おられます。

　そういうことで、今後、皆無になると

いうことではございません。ただし、い

わゆる明治４４年４月１日以前生まれで

あるとか、それから、扶養義務者の所得

が少ないために、ご本人が国の老齢福祉

年金を受けているということで、市の老

齢福祉年金が受給できてないということ

ですから、これ逆に申しますと、扶養義

務者の方が、今後、所得がふえて、明治

４４年４月１日以前生まれの方の年金が

停止になると。こういうことは理論上あ

り得ますので、皆無という表現はちょっ

と適切ではないんではないかということ

でこういう表現をさせていただいており

ますが、いわゆる扶養義務者の年齢が相

当高い段階まで来ておりまして、今後、

扶養義務者そのものの所得がふえたため

に、国の老齢福祉年金が支給停止になる

ということは、非常に可能性としては少

ない状態になっていると。

　現に、この１５年度についても、今日、

もう既に１２か月迎えているわけですが、

新たな支給対象者の発生ということが起

こっていないということで、今回の条例

の改正をお願いしている次第でございま

す。

　それから、この条例に基づきます老齢

福祉年金の給付につきましては、対象に

なった方につきまして、月額１，１００

円の給付をいたしております。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　敬老金に

つきましては、これまで、７０歳、７７

歳、８０歳、８８歳、９０歳、９９歳、

１００歳以上の方に対しまして敬老金を

支給しておりましたのを、今回、７７歳、

８８歳、９９歳、１００歳以上という形

で改めさせていただくものでございます。

　他市の状況につきましては、北摂の７

市を見ますと、高槻市と吹田市が既に廃

止をされておられまして、豊中市、池田

市、箕面市につきましては、今回提案さ

せていただいております、７７歳、８８

歳、９９歳、１００歳以上という形になっ

ております。それから、茨木市につきま

しては、それにプラス７０歳の方につい

ても支給をされておりますが、現在、廃

止に向けた検討中ということでお聞きし

ております。大阪府下を見ましても、い

ろいろなパターンがございますが、大方

は、この７７歳、８８歳、９９歳、１０

０歳以上に支給するという形が、多くの

自治体で行われているようでございます。

　それから、敬老金の削減をどのような

事業にシフトしていくのかというご質問

でございますけれども、先日の委員会で

もご答弁申し上げましたように、１つは、

やはり今後、介護予防の事業を強化して

いく必要があるだろうというふうに考え

ております。具体的には、家族介護者教

室や介護予防プランの作成、あるいは骨

折予防教室や食生活改善事業、それから、

いわゆる高齢者世帯ですね、高齢者だけ

の世帯に対する支援、訪問活動をはじめ

まして支援、特に、その中で、要介護の
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方がいらっしゃる世帯についての支援と

いう形になろうと思います。

　それから、今後につきましても、いき

いき通所事業の充実やふれあいいきいき

サロン等の充実を図っていかなければな

らないというふうに考えております。

　それから、障害者福祉金でございます

けども、現在、身体障害者、それから知

的障害の方、それから精神障害の方につ

きまして福祉金を支給しておるものでご

ざいますが、今回、１６年６月末をもっ

て廃止していきたいというふうに考えて

おります。

　北摂の各市の状況でございますが、現

在、既に７市のうち、福祉金を支給して

おりますのは、吹田市と茨木市と摂津市

の３市のみになっております。他市につ

きましては、もう既に廃止をされておら

れます。吹田市、茨木市につきましても、

できるだけ廃止の方向で今検討されてい

るというふうにお聞きをしております。

　シフトがえの事業につきましては、１

６年度予算につきましては、知的障害の

方あるいは精神障害者の方に対するグルー

プホーム、それから、精神障害者の方の

グループワークの事業について計上させ

ていただいておりますが、今後につきま

しては、まず、障害者の就労を支援して

いくための、いわゆる就労面と、それか

ら生活面を含めました支援をしていく制

度なんですけども、障害者の就業生活支

援事業というのが、これは国事業でござ

いますが、国事業になる前に大阪府の方

のステップアップ事業がございまして、

これ茨木市と摂津市が１つの圏域になっ

ておりまして、協力をして実施していく

ということで、今検討させていただいて

おります。

　それから、現在、ふれあいの里のひび

き園の方で、障害児、そして、知的障害

者の方を対象に、地域療育等支援事業と

いう形で、障害児や知的障害者の方の福

祉、在宅サービスの利用援助や社会資源

を活用するための支援のサービス、ある

いはケアマネジメント的なサービスを行っ

ていく事業を行っておりますけれども、

これの身体障害者版といいますか、障害

者生活支援事業というのがございまして、

こういった事業。それから、精神障害者

の方につきましても、日常生活支援をし

ていくとか、あるいは対人関係に関する

指導・訓練あるいは相談等を行っていき

ます精神障害者の地域生活支援事業、こ

うした事業を、今後展開してまいりたい

というふうに考えておりまして、そういっ

た事業が、福祉金を廃止するシフトがえ

というふうに考えております。

○野口委員長　葭中参事。

○葭中保健福祉部参事　議案第３３号の

遺児年金の他市の状況でございますが、

北摂各市では、現在、吹田市の方が、交

通遺児手当ということで、月額８，００

０円支給をされております。その他、他

市につきましては、遺児年金制度という

部分につきましては、一定廃止をされて

おるような状況になっております。

　次に、シフトがえの関係でございます

が、この対象者につきましては、一定母

子家庭等が中心的な部分になっておりま

して、我々としましては、母子家庭等の

関係につきましては、去年の母子・寡婦

福祉法の一部改正によりまして、一定の

指針等が出ております。その中で、まず、

母子家庭の生活支援また就業支援、それ

と養育費の確保、それと、経済的支援と

いうことで、母子・寡婦福祉法の中で一

定の基本方針が示されております。

　そういうことで、現在、我々ができ得

る分として、前のときにもご提案をさせ

ていただいております母子家庭の自立給
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付金事業といいまして、母子家庭の自立

のための教育訓練給付事業、また、母子

家庭の高等技能訓練促進事業、それと、

母子家庭の常用雇用転換奨励金、この３

つの分を、今回、１６年度より新たな部

分としてさせていただいて、特に就労支

援について、今後重点的な施策として展

開をしていきたいというふうに思ってお

ります。

　そういうことで、今現在、母子等のい

ろいろな相談の中でも、特に高等技能訓

練の部分については、多数のご相談等も

あるような状況でございますので、この

分について、今後充実をしていきたいと

いうふうに考えております。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　議案第３１号の分はわかり

ました。これはまあこういうものかなと

いうことがあるんですが、あと、２６号、

これ敬老金の分ですね、それから３２号、

３３号と、これ障害者また遺児年金とい

うことですね。やっぱり今まで、市民に

こういう形で支給されていたものが、今

回、市の財政的な状況、また他市の比較

も先ほど言っていただきましたけども、

なくなるというか、廃止されるというこ

とは、市民にとりましては、やっぱりこ

れ経済的にも大変な状態が続いている中

での廃止ですので、相当、これは市民の

不満が当然出てくるのも、もうこれは必

定だと思うんですね。やっぱりそういう

意味では、先ほどシフトがえのこともちょっ

と言っていただきましたけども、これを

やっぱりやるのであれば、今申しました

シフト、しっかりその分、シフトをかえ

て、この政策の中でしっかりそれが生か

されるように、本当に行政の方が努力を

するという姿勢を出さないと、とてもや

ないけど、これはもう納得していただけ

ないようなものがたくさん含まれている

と思うんです。その辺のことをしっかり

と肝に銘じていただいて、今さまざまな

シフトがえを言うていただいたんで、事

業を羅列しただけではなくて、一つ一つ

にやはり誠心誠意、魂を込めて、市民に

本当に無理をお願いしてやっているんだ

ということで取り組んでいただきたいと、

このことを要望しておきたいと思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　シフトがえということによっ

て、特に障害者の問題で言えば、それで

十分できるのかと。あるいは母子のこと

についてもそうですが、シフトがえとい

うのはそんなもんですかと。障害者福祉

の充実で、就労支援対策、そういうこと

をやるということは非常に大事なことだ

と思います。しかし、それによって今日

の状況どうですか。技術習得したからと

いって職がありますか。健常者にとって

もなかなか困難な状況にありますよ。障

害者雇用をこういうときに拡大してます

か。どんどん企業の論理で切り捨ててる

じゃないですか。そういうときに、いや、

これでシフトがえして、これで十分補完

できますなんていうことを本当に思って

いるとしたらね、私、それ本当に担当者

かと言いたいんですよ。これやったから、

もうこれに置きかえてますと、これで十

分ですなんていう施策ですかということ

を言いたいんですよ。それがまだ十分と

らえるまでは、それはそれとして努力し

ながら、こういう支える制度、これなく

してしまうなんていうことと、本来ある

べき障害者福祉と一致しますかというこ

とを言いたいんですよ。

　母子の関係でもそうですよ。児童扶養

手当を大きく削減されてね、いや、自立

支援だと、こっちにお金出すんだと、技

能を習得できるように援助するんだと。

みんなそうやって一生懸命やってますよ、
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母子以外も。でもまだ習得できない可能

性だってあるし、できたとしても、それ

によって職が保障されるかいうたら、そ

んな保障がないというのが今日の事態な

んですよね。言ってるだけじゃないです

か、本当に保障しようとすれば、そうい

う支援やった後はね、ちゃんとそれなら

職につくことができるという、そういう

見通しまで示せるようでないとね、いや、

シフトがえしましたと、こういうふうに

立派にこう、制度を確立してますなんて

いうことはこれっぽっちも言えないんじゃ

ないですか。

　私、そういうことを、つらっと、いや、

シフトがえして、これで補完できてます

なんていう、そんなことではないですよ。

まあ、まだ、百歩、千歩譲って、財政が

大変なんで、こういうふうにやむを得な

いけどやる言うたら、これまだ正直です

よ。

　本来、市の施策というのは、これに限

らずですけれども、何を第一にするんで

すか。住民の健康や福祉を維持するとい

うことが最大の仕事じゃないんですか。

他市がどうだとかこうだと言うんじゃな

いんですよ。市として、そういうことに

ついて横並びやから大丈夫なんだ、こん

なおかしいな話ないですよ。本当に障害

者福祉考えて、あるいは母子家庭の福祉

考えてこれで十分かと。私いろいろな人

から聞きますけどね、そんな技術を身に

つけたから職が得られるかといったら、

そんな事態になってないということなん

ですよ。それは障害者に限らずですけど

ね。

　その点は、そこまで含めて全部の責任

を持てというんじゃないんですけども、

少なくとも、福祉の段階で、こういう福

祉金などの支給を停止するということを

よくできるなと思うんですが、どういう

根拠に基づいてるんですか。もう一遍そ

こお答えください。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　今、主に

障害者施策についてご質問があったと思

いますけれども、平成１２年度に介護保

険制度、この施策につきましては、介護

保険制度が導入されまして、この４年間

で非常にサービスの利用がふえておりま

す。

　障害者施策の場合は、平成１５年度か

ら支援費制度が導入されて、まだ制度が

１年ということで十分まだ周知がされて

ないという部分もございますが、いわゆ

る介護保険制度に比べますと、本市の場

合におきましては、まだまだ伸びが少な

いというふうに認識しております。

　これは、１つは、他市が今まで、例え

ばホームヘルプ制度やガイドヘルプサー

ビスに対しまして、いわゆる月ごとで利

用の上限を設けたりしていたということ

もあって、支援費制度になって、そうし

た上限を設けることができないというこ

とで、飛躍的にふえている部分もござい

ますが、摂津の場合はもとからそういっ

たことはやっておりませんでしたので、

そういったこともあるとは思いますけれ

ども、まだまだ利用が高齢者に比べると

少ないという認識を持っております。

　その理由を考えますと、当然、介護保

険の場合は、今までの措置制度から保険

制度ということで保険料を支払っている

ということで、サービス利用に対する敷

居が低くなったといいますか、精神的な

意味で使いやすくなったという面がある

かと思いますけども、もう１つ大きな理

由は、やはりケアマネジャーの存在だと

いうふうに思っております。ケアマネジャー

が実際にサービスをいろいろ紹介したり、

マネジメントをやったりという、職種の
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存在が非常に大きいと思います。

　今回の障害者の支援費制度にはそういっ

た職種がございませんので、制度は利用

制度になったとしても、なかなか市民の

方が、そうしたら、自分に合ったサービ

スを利用していくというところまではま

だまだ至っていない。

　そういった意味で、先ほどご説明申し

上げましたように、ふれあいの里のひび

き園でやっておりますような事業が、今

後、障害のある方に具体的にサービスを

紹介し、サービスの利用につなげていく

事業として今非常に注目をされておりま

す。そこに、大阪府が実施しております

ケアマネジメント従事者の養成研修とい

うような研修を受けた職員も配置をして、

登録をしていただいて、いろいろなサー

ビスの利用に結びつけております。

　したがいまして、今後の障害者施策を

考えた場合には、こういったケアマネジ

メント的な、介護保険でいうケアマネジャー

的な仕事をしていくということが非常に

重要なことだというふうに考えておりま

す。

　したがいまして、これは今までの市の

職員のケースワーカーが全部やってくれ

るということ、なかなかこれいかないわ

けでございまして、やはり専門の施設で、

専門のノウハウを持っておられるところ

にそういったことをお願いをしながら、

市と連携していくということが重要だと

いうふうに考えております。

　したがいまして、先ほど申し上げまし

たように、今後、知的障害者に限らず、

身体障害者あるいは精神障害者の方につ

きましても、そういった支援事業をまず

やっていきたいというふうに考えており

ます。

　それから、就労の問題につきましては、

委員ご指摘のとおりだというふうに思い

ます。

　摂津におきましてもくすの木がござい

まして、ここで、訓練校ではございます

が、単に訓練だけにとどまらず、実際に

就職の斡旋、フォロー等につきましても

一定はやっておりますけれども、やはり

これ訓練校でございますので、一定の限

界はございます。

　したがいまして、今後、非常に就労関

係で重要になってまいりますのは、まず

は訓練ということの面と、それから、障

害のある方につきましては、実際に就労

を続けていく上で生活の面が非常に大き

な問題でございます。例えば、やはり夜

ちゃんと早く寝て、朝きちっと起きて、

食事をしてと、そういった１日の生活パ

ターンがきちっとできていることとか、

あるいは対人関係のつくり方、そういっ

た、就労面にとどまらず、それが生活面

においても非常に支援が必要になってま

いります。

　今回、先ほど申し上げました障害者就

業事業につきましては、そういった側面

から、両方の側面を支援できる職員を配

置し、実績として、３年間で１０名とい

う人を実際に就職させないと、国の事業

に移行できないというような形になって

おります。そのためには、大阪府の方か

らもバックアップがありまして、実現に

向けて支援をしていただけるというよう

な事業でございます。

　ですから、今までの、いわゆる技術を

身につければそれで終わりと、いわゆる

訓練ができればそれで終わりとかいうこ

とではなくて、やはり生活面まで含めた

実際の就職をするということ、そして、

就職して以後のフォローにつきましても

支援をしていくという事業でございます

ので、当然、支援する立場が、今委員の

ご指摘のとおりのことを受けとめて、真
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剣にやっていかねばならないことだとは

思いますけれども、事業的には、これま

での事業の枠を超えた事業というふうに

考えておりますので、そういった事業を

一生懸命やることによりまして、シフト

していくという形で考えておりますので、

よろしくご理解のほどをお願いいたした

いと思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　そういうふうに対策として

とられているということは、それは、た

とえ小さな１歩でも前進的な評価として

できるかもしれません。しかし、そのこ

とによって、それをやるからといって、

生活の底支えになっているこういう福祉

金を廃止するということとそれイコール

かと、もう１００％そうなのかと。今おっ

しゃったように、何か国の補助事業にな

るには、そりゃそういうことをせなあか

んということ、そういう力が働くでしょ

う。しかし、事実できるかどうか。ただ、

国の補助事業として、補助が受けられる

そういう基準を満たせばええのかと、そ

ういう問題でもまたないんですよね。も

うご承知のとおりですよね。

　だから、そういう底支えする、しかも

これ受給者、全体では２，０００人を超

えるような人たちが、現にこれで十分か

と言えば、もちろんそういうものでもな

い。そりゃそういうことだけれども、ま

さに、こういうところ、１歩、２歩でも

前進させるという立場には立つべきであっ

て、これを削ってこっちへ回すというよ

うな性格のものではないというふうなこ

とではないんですかということを聞いて

るんですよ。一方での努力は、これもも

ちろん十分なものではないということも

みずからご理解だと思いますけどね、ど

うなんですか、それ。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　まさにご

指摘のとおり、我々主管サイドとしまし

て、当然、日ごろから、障害者団体の方

あるいは高齢者の方につきましても、窓

口やいろいろな形で接しているわけでご

ざいます。もちろん、我々としまして、

全部の方の生活状況を把握しているわけ

ではございませんけども、少なくとも、

例えば支援費制度になりましてからは、

支援費の利用申請をされている方には、

職員が必ず面接に行って、その生活実態

を我々としては聞いておりますし、また、

その面接の報告をもとに障害福祉の職員

が、必ず２週間に１回あるいは１週間に

１回残って、情報を共有して支援費サー

ビスの利用決定とかをしているという状

況でございます。

　したがいまして、我々としましても、

主管サイドとしましては、できるだけこ

うした福祉金制度もあり、一方で、先ほ

ど言いましたような事業もできるという

ことにこしたことはないというふうに我々

としても認識はしております。しかし、

限られた予算の中で、そして、障害者団

体あるいはその他団体とお話をする中で、

より何のどの事業に取り組んでほしいの

かという議論になったときに、やはり先

ほど言いましたような事業は、ぜひ取り

組んでいただきたいというお声を非常に

強く我々としても聞いております。また、

そうしたことに取り組まないと、障害者

福祉なりあるいは介護予防の取り組み等

が大きく前進をしていかないというふう

に認識しておりますので、まことに我々

としても非常につらい決断ではございま

すけれども、そのあたりにつきまして、

十分にご理解をいただきたいというふう

に思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　そういうことであれば、提
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案理由の再構築を図るためというのでは

ないと。むしろ財政事情だということを

明確に書くべきであって、やるべきだと

いうふうに思います。答弁、結構です。

○野口委員長　原田委員。

○原田委員　議案第２６号の対象人数を

ちょっと教えてください。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　１６年度

予算の対象人数つきましては、７７歳の

方が４１３人、この方が一応８，０００

円、８８歳の方が１３６人、１万５，０

００円、９９歳の方が１０人で３万円、

それから、１００歳以上の方が９人で５

万円、計５６８人で、予算が６０９万４，

０００円となっております。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　今回の、２６号なんですけ

ども、支給されると、これは対象年齢が

変わるということですけども、１つ確認

しておきたいんですけども、この支給す

る日は、９月１日現在で、その年の１月

１日から１２月３１日までに満７７歳の

誕生日を迎える人が対象ですよね。それ

は９月１日現在で、基準日として、支給

日は９月１５日から、敬老の日というふ

うに支給されると。

　これは周知というかね、このことはも

う既に知っておる人もおれば知らない人

もおると思いますけども、その広報はど

うされるのかなということと、これに伴

う削減額というか、私の試算では９３１

万６，０００円になる、予算ベースでい

くとね。実際そうなのかなということ、

それをまずお答えいただけますか。

○野口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　周知の方

法につきましては、広報の掲載と、それ

から、今考えておりますのは、老人クラ

ブの方が５月に総会を予定されておりま

すので、それに向けまして、老人クラブ

の役員会あるいは理事会等にも、既にお

話をしている部分もございますけども、

お話をさせていただきまして、総会等で

もそういった周知が図られるように、一

つの報告の場を設けていただくなりの周

知の場が図られるような形でやっていき

たいと。

　それから、あと、民生委員にも、実際

に９月の敬老月間のときに配っていただ

いておりますので、民生委員の方にもそ

ういった周知をさせていただいて、また

民生委員を通じて地域の方等にも周知を

させていただきたいというふうに考えて

おります。

　それから、削減額なんですけども、こ

れはどういうふうに見るかなんだと思う

んです。一応、この間の常任委員会では、

１５年度決算見込みと、それから１６年

度予算という形で、一応その差額という

ことで、それが削減というふうなことで

一応額を上げさせていただいております。

　一応、１５年度決算見込みが１，４５

８万１，０００円で、１６年度予算が６

０９万４，０００円ということで、差し

引き８４８万７，０００円が削減額だと

いうことになります。もしこれが、その

まま制度を続けて、１６年度がどれだけ

の数字になるかということで想定しまし

たら、また額が若干変わってくると思い

ますけれども、とりあえず、１５年度決

算と１６年度予算という形で、この間の

委員会ではご答弁させていただいており

ます。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　この制度は、制度変更とい

うか、改定といいましょうか、行財政改

革の思いも十分あると思います。今、シ

フトがえ等という話ありましたけども、

今の一般会計の経常収支率が１０８．９
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という中で、これは、財政が厳しいとい

うことを皆さん十分知っておる中で、こ

の敬老金についてはしょうないな、協力

しようかという声があちこちで聞こえて

ます。

　ある自治会では、自治会単独でこうい

う敬老金の制度があって、この際、うち

の自治会も摂津市にならって、対象年齢

を少なくしようかという動きも出て、そ

のことは、やっぱりいい面では、いろい

ろ今まで与えられるお金の制度から、若

干自立しようという形の動きに変わって

いる自治会もあるというふうに聞いてい

ます。

　ですから、今回のコスト削減額が８４

８万円ということで、やっぱり市民の協

力を得てできる制度改定ということで、

これ説明会の折に、やはりこの削減額も

きっちり説明してあげて、やっぱりお礼

というか、協力していただきましてあり

がとうございましたということを一言言

うことがね、また、今後のいろいろな行

財政改革の中でも、やはり市民が１番影

響を受けるわけですから。

　こういったことが、今摂津市独自でつ

くり上げてきた他の福祉制度、これが維

持できるということにもつながってきま

す。これが、赤字再建団体であれば、市

の単独のこういう福祉事業がなくなる可

能性もあるわけですから、そうならない

がために、今のときからそういった形で

市民の協力を得ながら、こういった制度

を守っていくということが自治であると

いうことですので、やはり説明会の席で、

そのこともきっちり説明して、お礼方々、

周知していただきたいということを要望

しておきます。

○野口委員長　他にございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２分　休憩）

（午前１１時５分　再開）

○野口委員長　再開いたします。

　議案第３号、議案第４号及び議案第１

１号の審査を行います。

　本３件のうち、議案第４号及び議案第

１１号については補足説明を省略し、議

案第３号の補足説明を求めます。

　保健福祉部長。

○上田保健福祉部長　それでは、議案第

３号、平成１６年度摂津市国民健康保険

特別会計予算につきまして補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、８ページ、

款１、国民健康保険料、目１、一般被保

険者国民健康保険料は、前年度に比べ、

０．２７％の増となっており、収納率は、

現年度分９２％、滞納繰越分１６％を見

込んでおります。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者の大きな伸びを反映し、前

年度に比べ、２８．９５％の増となって

おり、収納率は、現年度分９８％、滞納

繰越分２５％を見込んでおります。

　９ページ、款３、国庫支出金、項１、

国庫負担金、目１、療養給付費等負担金

は、前年度に比べ、１．０３％の増となっ

ております。これは、老人保健医療費拠

出金負担金については、減少が見込まれ

るものの、療養給付費負担金、介護納付

金負担金で増額が見込めるため、総額で

も増額となるものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度比、２０．３８％増となっており

ます。大阪府国民健康保険団体連合会に

対する高額医療費共同事業拠出金の増に

伴い、その４分の１の法定国庫負担分に

ついて増額が見込まれるものでございま

す。なお、平成１２年度の介護保険制度
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の発足に伴い、交付を受けておりました

事務費負担金につきましては、平成１６

年度から一般財源化され、不交付となっ

ております。

　１０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ、５３．

８％の増となっております。これは、一

般被保険者に係る調整対象収入額が低下

しており、これに伴い、普通調整交付金

の増を見込んだものでございます。

　１１ページ、款４、療養給付費交付金、

目１、療養給付費交付金は、前年度に比

べ、４０．７２％の増となっております。

これは、退職被保険者の増及び前期高齢

者の増に伴う療養諸費及び高額療養費の

増による交付金の増に加え、退職被保険

者等に係る老健拠出金負担率が５０％か

ら１００％に改定されたことを受け、老

健拠出金分の増が見込めることによるも

のでございます。

　款５、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度比、２０．３８％の増となっておりま

す。これは、先ほどの国庫負担金の項目

でご説明いたしましたが、高額医療費共

同事業拠出金の４分の１の額について、

府より負担金として交付をされるもので、

拠出金の増に伴い、増額が見込まれるも

のです。

　１２ページ、項２、府補助金、目１、

事業助成補助金は、前年度に比べ、６．

４４％の減となっております。これは、

府事業助成補助金の減を見込んだことに

よるもので、主に保険料収納率向上対策

補助金の減を見込んでおります。

　目２、老人医療波及分補助金は、前年

度に比べ、２７．１７％、目３、障害者

医療波及分補助金は、前年度に比べ、２．

９５％の減となっており、いずれも対象

費用額の減少に伴うものでございます。

　１３ページ、款６、共同事業交付金、

目１、共同事業交付金は、前年度に比べ、

３３．７５％の増となっております。こ

れは、高額医療費共同事業拠出金が増額

されたことに伴い、交付額の増額が見込

まれることによるものです。

　款７、繰入金、目１、一般会計繰入金

は、前年度に比べ、８．７１％の減額で

ございます。これは、国保財政安定化支

援事業繰入金については、算定基準を満

たさなくなったために不交付となりまし

たほか、保険料軽減分繰入金について、

従来の低所得者に対する軽減制度に加え、

平成１５年度より、保険料の負担抑制を

図るための保険者支援制度が創設され、

国、府、市負担による財源措置が行われ

ることになりましたことを受け、これま

で、保険料軽減分繰入金として措置して

まいりました３億２，２５６万７，００

０円の維持を図りながら、財源調整をさ

せていただいたことによるものでござい

ます。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ、１３．１８％の増となっており

ます。これは、７割、５割、２割の保険

料軽減世帯の増に加え、保険料抑制のた

めの保険者支援分の増によるものでござ

います。

　１４ページ、款８、諸収入、項１、市

預金利子、目１、市預金利子は、９０％

の減となっております。これは、出産育

児一時金や葬祭費等の窓口支払いに備え

ての前渡資金に係る預金利子収入につい

ては利率が低下しており、減を見込んだ

ものでございます。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金、目３、一般被保険者返納金、目

４、退職被保険者等返納金については、

退職被保険者の増に対応し、増を見込ん
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だほか、一般被保険者第三者納付金につ

いては、第三者行為による納付金が減少

してきており、減を見込んだものでござ

います。

　次に、歳出でございますが、１６ペー

ジ、款１、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費は、前年度に比べ、１

１．８％の増となっております。これは、

給与改定に伴い、人件費については減が

見込まれるものの、新たに第三者の不正

取得防止を目的に、保険証郵送を配達記

録方式に変更するため、通信運搬費で５

２５万円増を見込んだほか、収納システ

ムの改善のために、国保システム改造委

託料で１，７８５万円、窓口受付の円滑

化を図るため、受付順発券機を新たに設

置するために、庁用器具費で１９３万４，

０００円を見込んだことが主なものとなっ

ております。

　１８ページ、項２、徴収費、目１、賦

課徴収費は、前年度に比べ、１．１７％

の増となっております。これは、前納報

奨金の割合を３％から１．５％に改定す

ることに伴い７５６万２，０００円の減、

口座振替の電子化に伴い、毎月送付して

おりました口座振替済通知書を、年１回

に改めることに伴い、手数料で２９８万

７，０００円の減を見込むとともに、新

たに、平成１６年度から開始します口座

振替奨励金として、１，０６３万７，０

００円を見込んだことによるものでござ

います。

　１９ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度に比べ、６．

４７％の減となっております。これは、

運営協議会慶弔規定の廃止に伴い、交際

費の減額が主なものとなっております。

　２０ページ、款２、保険給付費、項１、

療養諸費、目１、一般被保険者療養給付

費は、前年度に比べ、３．９５％の増と

なっております。これは、一般被保険者

２万３，１００人に係る療養給付費でご

ざいまして、１人当たりの費用額は、若

人が１６万６，５７２円、前期高齢者が

４８万９，８７２円、乳児が２１万１，

７８１円を見込んでおります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ、４１．２１％の増となっ

ております。これは、退職被保険者等５，

４００人、一人当たりの費用額は、３７

万８，３６２円、前期高齢者分として６

４万５，６２４円を見込んでおり、大き

な伸びを示しておりますのは、被保険者

の増に伴うものが主なものとなっており

ます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ、１．６４％の増、目４、退職被

保険者等医療費は、前年度に比べ、３３．

３４％の増となっており、退職分の伸び

は被保険者増を見込んだことによるもの

であります。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ、９．８７％の増となっており、審査

支払件数の増を見込んだことによるもの

であります。

　２１ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ、２．６１％の増、目２、退職被保険

者等高額療養費は、前年度に比べ、２５．

９４％の増となっており、退職被保険者

等については、被保険者の増を見込んだ

ことによるものでございます。

　２２ページ、項４、出産育児諸費、目

１、出産育児一時金は、前年度と同額で、

１件当たり３０万円、２５０件分を計上

いたしております。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、前

年度比、１１．７６％の増となっており

ます。これは葬祭件数の増を見込んだこ

とによるものでございます。
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　２３ページ、項６、精神・結核医療給

付費、目１、精神・結核医療給付金は、

前年度比２４．０１％の増となっており

ます。これは、対象医療費の増を見込ん

だことによるものでございます。

　款３、老人保健拠出金、目１、老人保

健医療費拠出金は、前年度に比べ、１．

４２％の減となっております。これは、

平成１６年度分概算医療費拠出金が１，

２１６万円、前々年度精算分が２，７６

５万６，０００円、それぞれ減少したこ

とによるものでございます。

　目２、老人保健事務費拠出金は、前年

度に比べ、４．３％の増となっておりま

す。これは審査支払件数の増によるもの

でございます。

　２４ページ、款４、介護納付金、目１、

介護納付金は、前年度に比べ、１７．４

４％の増となっております。これは、１

４年度の精算額に加え、１人当たり拠出

額が５，４８７円増の４万２，０００円

に改定される見込みであることによる増

が主なものとなっております。

　２５ページ、款５、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、前年度に比

べ、２０．３８％の増となっております。

これは、高額医療費共同事業の対象医療

費の増に伴い、大阪府の基準拠出金総額

が約３３億円増加していることを受け、

増となるものでございます。

　次に、目２、高額医療費共同事業事務

費拠出金は、昨年度までは、高額医療費

共同事業拠出金として包含されておりま

したが、本年度より新たに科目を設けた

ものでございまして、被保険者１人当た

り、年額７．０３円を事務費として拠出

するものでございます。

　２６ページ、款６、保健施設費、目１、

保健衛生普及費は、前年度に比べ、７．

３９％の増となっております。これは、

レセプト点検等の業務にアルバイト２名

を配置してまいりましたが、退職振替等

保険者間調整業務等を一層推進するため、

アルバイト１名の増を見込んだことが主

なものとなっております。

　２７ページ、款７、諸支出金、目２、

退職被保険者等保険料還付金につきまし

ては、前年度比５００％増となっており

ます。これは、退職被保険者の増に伴い、

過年度分保険料の還付件数、金額の増を

見込んだものでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○野口委員長　説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　国保全般ということでござ

いますけども、これまでの経緯の中で、

国保会計は、過去平成１０年から１４年

までの５か年計画で、一般会計からの法

定外繰出しを入れて、その赤字の健全化

を図ってこられたというような経緯がご

ざいました。

　昨年も、確かちょっと赤字が出たとい

うようなことで記憶をしてるんですけど

も、途中ですけど、１５年。そして、１

６年度の予算も含めて、この健全化とい

う部分での会計そのものの状態を、総括

的にご説明をお願いしたいと思います。

　予算書の８ページ、款１、国民健康保

険料の中の、項１、国民健康保険料につ

いてですが、一般被保険者分につきまし

て、１４年度までは別途資料があります

ので人数の経過がわかっております。１

５年度も、途中やからわかるのかわかれ

へんのかわかりませんけども、加味をし

て、加入者の推移、近年ずっと推移して

きて、１６年度の予測とその辺の見方を

どのように見られてるのか、ご答弁をお
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願いしたいと思います。

　それから、老人保健の対象年齢が毎年

１つずつ上がっていくというような政策

がとられておりますけど、最終的には７

５歳という区切りに上がっていくわけで

すけど、この辺も何か影響が、この人数

の増減についてあるのかもちょっと含め

てお願いします。

　それから３番目に、同じところの下の

ところ、退職被保険者分についてですけ

ども、これも同じように、１４年度まで

は別途資料でわかっております。１５年

度途中、それから、１６年度の予測も含

めて、推移とその１６年度の予測及びそ

の根拠についてご答弁お願いしたいと思

います。

　それから、この関連では、昨年１０月

の１４年度の決算の委員会のときに、退

職被保険者分の収入未済額について質問

をしました。１４．４％と増加をしてお

りまして、これは、そのときの答弁では、

年金受給権が発生した段階での、一般被

保険者から退職被保険者に切りかえても

らうという手続がうまくいってないんで

すと、こういうことでして、これは鋭意

努力をして、勧奨して、それが追っつけ

切りかえていけるように今努力しており

ますと、こういうことでございまして、

順次できていってますという話でしたけ

ども、その後、ちょっとしばらく時間た

ちまして、その経過の中で、その辺の影

響がもうかなり処理できていっているの

か、また、１６年度にかけての影響があ

るのかも含めて、今の退職被保険者分の

収入未済額の経緯、推移ですね、これを

ちょっとご答弁ください。

　それから、高額医療費共同事業負担金

関連で、先ほどのご説明もありましたけ

ど、予算書で言いますと、１１ページの、

款５、府支出金、項１、府負担金、目１、

高額医療費共同事業負担金というのがあ

ります。それから、同じく１３ページに

は、款６、共同事業交付金、項１、共同

事業交付金、目１、共同事業交付金の中

には高額医療費共同事業交付金というの

がございます。これ、共同事業負担金、

また、支出の中には拠出金というのがご

ざいますね。この高額医療の大阪府下で

行われている共同事業についてのシステ

ム等、この辺の、どういうあれで交付金

になって、負担金は何なんだと、ちょっ

と教えてください。

　それから、不正利得による返還金とい

うことで、予算書で言いますと、１４ペー

ジ、款８、諸収入、項２、雑入、目３、

一般被保険者返納金で、これは不正利得

による返納金であるということになって

おります。前回は第三者納付金の分はお

聞きしたんですが、これは、例えばこの

不正利得については、今までにどういう

ふうな具体的なものがこういうものに含

まれているのか、また事例としてあった

のかというのを、ちょっと教えておいて

ください。ご答弁お願いします。

　それから、保険料徴収ということで、

予算書の１８ページ、款１、総務費、項

２、徴収費、目１、賦課徴収費、節１、

保険料徴収員報酬ということで項目上がっ

ております。１０月のときも、その徴収

体制については質問をいたしました。人

数もそのときいろいろ詳しくご答弁して

いただいたんですが、確か、これ第２次

行革の中で、徴収のことについて、市税

の徴収、それからまた、国保関連の徴収

ということで、徴収という部分について

は関連性があるので、機構上いうんです

かね、仕事上の問題で、これを統合とい

う方向の話が載っていたと思うんですけ

ども、こういったものがどういうふうに

経緯してきているのか、現在は何か連携
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とってますとか何かあると思うんですけ

ど、そういうのがあればちょっと教えて

いただきたいのと、それから、再任用者

の活用ということで、徴収については結

構技術というんですか、エキスパート的

な人もいらっしゃるというようなことも

以前の議論にありまして、再任用でそう

いう人が引き続き、そのノウハウを利用

して徴収をびしばしやってもらうと、こ

ういうようなこともありました。

　１６年度では、こういった考え方につ

いてどういうふうになっているのか、再

任用ね、ちょっとご答弁お願いします。

　それから、運営協議会委員報酬につい

てですが、予算書１９ページで、款１、

総務費、項３、運営協議会費、目１、運

営協議会費で、報酬でございますけど、

運営協議会委員の報酬について、この保

険料の改定の話などはここで諮問される

というふうになっていると思うんですけ

ども、先ほど、１番最初のところでお尋

ねをいたしましたことと関連をいたしま

すけども、保険料の改定についてはどの

ように考えられているのか、ちょっとご

答弁をください。

　それから８番目、老人保健拠出金につ

いてですが、予算書は２３ページ、款３、

老人保健拠出金についてですけども、国

保の運営の中で非常に困難になってきて

いる原因は、この老人保健拠出金になる

わけですけども、年々、当然、これは膨

らんでいくと、こういうふうにだれしも

が見ていると思うんですけどね。近年、

どのように推移をしているのかというこ

とと、それから、保険全体の中での、ど

のような位置に、将来ね、我が摂津市に

おいての展望をご答弁できるんやったら、

ちょっと総括的でも結構です、老人保険

拠出金についての見方をどのようにとら

えているのか、また、１６年は一応これ

入れてもらってますけど、１７年とか１

８年とかいう形での展望も含めて、言え

るんやったら言うてください。

　それから、老人保健特別会計ですが、

一般会計繰入金についてですが、老人保

健の予算書の中で、７ページ、款４、繰

入金、項１、一般会計繰入金、目１、一

般会計繰入金ですが、この繰入金の繰入

額についての決まり事があると思うんで

すけど、ちょっとこの辺のご説明をして

ください。

　それから、同じく老人保健の方で、老

人保健被保険者の近年の数の推移と１６

年度の予測、そしてまた、先ほどの老人

保健制度の年齢の引き上げとの関連で、

どういった状態になってくるのか、これ、

１個ずつまた年齢が上がっていくという

ふうになっとるわけですけど、影響がな

いのかあるのかも含めて、制度の関連と

の影響も含めて、ご答弁お願いしたいと

思います。

　もう１つ、国民健康保険会計なんです

が、保険基盤安定繰入金について、１３

ページに載ってますけども、７割、５割、

２割という、それに関連しまして、減免

を受けられている人数ですね、それから、

その繰入金の根拠になっている、これは

このまま丸々こっちへ移されてるのかも

わかりませんが、その辺等含めて、人数

等、ご答弁お願いしたいと思います。

○野口委員長　東角参事。

○東角国保年金課参事　まず、老健であ

りますとか退職被保険者数でありますと

か、一般の被保険者数の推移についてご

説明させていただきたいと思います。

　まず、ご承知のように、平成１４年度

に国保法の制度の改正がございまして、

老健は７５歳以上という適用になりまし

た。そのため、平成１４年度以降の５年

間につきましては、まず、約１５０人ず
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つ老健の被保険者数が減る見込みとなっ

ております。ただし、この５年間につき

ましては、暫定的に、一般被保険者、当

初は、７０歳になれば、すべて一般被保

険者は老健に入れてたんですけども、今

回のこの制度の改正によりまして、７５

歳に年齢が引き上がったために、５年間

は老健に上がらずに、一般被保険者とし

て推移するものとなっております。

　それで、老健は、大体、年間１５０人

ずつの減少に５年間はなっていくと。そ

の後につきましては、やはり高齢化によ

りまして、老健の人数は一定膨らんでい

くということになっていきます。１５０

人吸収できない分は、あくまで予測です

けども、５年後には老健の被保険者とし

てふえていくというふうに予想されてお

ります。

　それから、退職被保険者の人数の推移

でございますが、これは、今回の１２月

の補正予算でも上げさせていただきまし

たように、制度の改正に伴いまして、一

般被保険者が老健に移らずに、６０歳に

なられて年金の受給権が発生いたします

と、２０年以上の年金の受給資格のある

者、それから、４０歳以上で１０年以上

の年金の資格のある者は退職被保険者と

いうものに加入していくことになります。

したがいまして、これもまた制度改正に

伴いまして、５年間は退職被保険者が著

しく増加していくものと考えております。

前回の１２月議会でも、退職被保険者の

増加に伴いまして、医療費の補正予算を

組んでいただきましたけども、現在の状

態でありますと、平成１４年の予算ベー

スの退職被保険者数は３，６２０人であ

りましたが、平成１５年度当初予算では、

４，１３０人と、１４．０９％の増加を

見込んでおりますが、平成１６年度の当

初予算では、さらに３０％の増加で、５，

４００人の退職被保険者数を見込んでお

ります。これに伴いまして、医療費につ

きましても、退職被保険者に係る医療費

の支出分が増加するということになって

おります。

　それから、一般被保険者の全体のベー

スでございますが、一般被保険者につき

ましては、全体では、対前年度比で申し

ますと０．３７％増加しておりまして、

２万８，２８０人を当初予算で見込んで

おります。ただ、一般被保険者につきま

しては、これもまた制度改正に伴いまし

て、老健の人数が、先ほど申しましたよ

うに約５，５００人ほどおったんですけ

れども、平成１６年度予算では５，１８

０人と徐々に減少してきておりまして、

これとは別に、老健に７５歳以上でなく、

一般被保険者として若人の方がいらっしゃ

いますが、こちらの方は、やはりリスト

ラ等の影響がございまして、加入者は増

加している傾向にございます。

　したがいまして、全体としては、一般

被保険者総数としては、若干ではござい

ますが増加する傾向にあると思われてお

ります。

　それから、先ほど、老健の移行に伴っ

てどのような影響があるかというご質問

でございますが、７５歳以上に制度改正

がされましたことに伴いまして、７０歳

以上から７４歳までの、これは前期高齢

者と申しますけれども、前期高齢者の方

が、一般被保険者の前期高齢者でありま

すと、約年間３００人ずつ増加してまい

ります。これに伴いまして、年間で、一

般被保険者の前期高齢者分だけで、医療

費は約１．４億円ほど増加すると見込ま

れております。

　それから、退職被保険者の医療費の分

でございますが、退職被保険者の療養給

付費でございますが、平成１６年度は、
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対前年度比４１．２％、３億１，１８５

万円増の１６億２，６１２万円という予

算を計上させていただいております。

　それから、保険基盤安定繰入金の減免

をされておられる人数でございますが、

ご承知のように、国の法定軽減によりま

して、均等割と申しますが、人数割でご

ざいますが、それから平等割、平等割と

申しますのは世帯割でございますが、本

市の場合は、均等割が２，６００円、世

帯割が１世帯につき２，０００円となっ

ておりまして、７割軽減と申しますと、

１人であれば、２，６００円足す２，０

００円で４，６００円の本来保険料が月々

必要となってまいりますが、７割軽減を

されますと、月々１，３８０円でいいと

いうことになっております。

　それから、同じく７割軽減で、２人世

帯であれば、月々２，１６０円のお支払

いというふうになっておりまして、この

近年の所得の低迷を受けまして、７割軽

減、５割軽減、２割軽減の国による法定

軽減の世帯数は相当増加しております。

平成１３年度に、７割軽減が４，１１３

世帯ございましたが、平成１４年度で４，

４８４世帯、平成１５年度の２月末現在

で４，７９１世帯を見込んでおります。

それから、５割世帯でございますが、５

割世帯も、平成１３年度は５５５世帯ご

ざいましたが、平成１４年度に５８６世

帯、平成１６年２月末現在では６７４世

帯というふうになっております。２割世

帯につきましても、平成１３年度は９７

１世帯でございましたが、平成１４年度

は１，０４９世帯、平成１６年の２月末

では１，４２７世帯となっておりまして、

全体の世帯数で申しますと、平成１３年

度が５，６３９世帯ございましたが、平

成１４年度には６，１１９世帯、平成１

６年の２月末現在では６，８９２世帯と

増加しておりまして、約１０％ずつの増

加となっております。

　金額につきましても、国の法定軽減に

伴いまして、平成１３年度は２億３，０

００万円ほどでございましたが、平成１

４年度には２億５，５００万円、平成１

６年の２月末現在におきましては２億９，

０００万円の法定軽減、つまり、国によ

る補助が行われております。

　基盤安定繰入金の根拠でございますが、

基盤安定繰入金の金額は、先ほど申しま

した国による法定軽減の金額そのままで

ございます。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず、１５年度、

１６年度のいわゆる赤字解消等の健全化

の見通しということでございますが、１

５年度につきましては、この４月の上旬

に最終の医療費の支払いをする必要があ

ると。また、歳入の中で大きな割合を占

めております保険料、これについても、

５月末の出納閉鎖を待たんことには最終

的な数字が出てこない状況なわけですが、

今回、補正をお願いしております段階で、

１５年度については、１億８，６８９万

４，０００円ほどの歳入不足が見込まれ

てくるのではないかなというような見込

みをいたしておりますが、最終的な部分

については、先ほど申しましたように５

月の末で確定するという状態になってお

ります。

　それから、ご質問の中で、退職被保険

者の収入未済額がふえてきているという

ことでご指摘をいただいているわけです

が、今回の１６年度当初予算にいたしま

しても、退職被保険者の収納率は９８％

というようなことで見込んでおりまして、

この部分につきましては、ここ数年、同

じような見込みをいたしているわけです

が、大もとになります退職被保険者が、
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年々、非常に大きな伸びを示してきてお

りまして、そういう意味で申しますと、

いわゆる２％分の未済分、この部分の総

額がどうしてもふえていく、累積してく

ると、こういうような事情がございまし

てふえてきていると、こういうようなこ

とでございます。

　それから、高額医療費の共同事業の仕

組みについてでございますが、まずこれ

は、１５年度から、１件、７万点以上、

ですから、お医者に渡る医療費の報酬で

申しますと、月額のお１人の医療費が７

０万円以上の高額医療費を対象といたし

ておりまして、これについては、当然、

こういう件数が保険者によって、多けれ

ば多いなりに負担がかさんでくると、こ

ういうようなことで、この共同事業の仕

組みそのものが、こういう高額医療費が

たくさんかかった部分については、ある

程度、負担の平準化をするということで、

１５年度から国の方で制度化をされてお

りまして、これに基づきまして、平たく

申しますと、摂津市が再保険をかけてい

ると、こういうような仕組みになってい

ます。それで、歳出部分の拠出金という

のは、いわゆるこの再保険に係る保険料

に相当するものでございまして、それで、

歳入の方には、国庫負担金の共同事業の

負担金と、それから府の負担金、それか

ら交付金というような形になっているわ

けですが、この交付金というのが、いわ

ゆる保険の給付に当たるものでございま

す。ですから、歳出の拠出金に対して、

本市の１６年度で申しますと、１６年度

の高額医療費の対象件数の増減によって

給付を受けると。ですから、予算上は、

歳出の拠出金と歳入の交付金は一応同額

で見込んでおります。この同額と申しま

すのは、大阪府下全体での平均値の交付

を受けるということで予算計上させてい

ただいております。

　それから、国、府の負担金との兼ね合

いでございますが、これは、いわゆる市

の方が拠出する拠出金の２分の１につい

ては、国、府の負担金で補てんをすると。

厳密に申しますと、国の負担分が４分の

１、府の負担分が４分の１で、合計２分

の１になるわけですが、この分について

は、国、府が負担をするというような形

で財源補てんをすると、こういうふうな

形になっております。

　ちなみに、今回、１５年度予算につい

ての補正をお願いしているわけですが、

この部分は、いわゆる共同事業の１５年

度の確定に伴いまして、交付率が１０９

％だったかと思うんですが、いわゆる掛

金よりもようけ給付があったということ

での補正をお願いしていると。ただし、

これは、厳密に申しますと、そうすると

得したんじゃないかという話になるわけ

ですが、ある意味で申しますと、高額医

療費の市のいわゆる負担分が、大阪府下

の平均よりも高い状態になったというこ

とで、他市よりも若干多い目の給付を受

けていると、こういうことでございます

から、トータルで見たときに、それがい

いのかどうかということは若干別問題で

ございます。

　それから、続きまして、不正利得によ

る返納金でございますが、これは、不正

利得というと、非常に何か悪いことをし

たというような表現になっているわけで

すが、これは、１つは、国民健康保険法

の施行規則の中で、国保特会に関する予

算科目が決められておりまして、その規

定に基づきましてこういう予算項目を設

けておりますので、こういう表現になっ

ているわけですが、中身といたしまして

は、国保をやめてから、具体的に申しま

すと社保の保険証を持ってから、なおか
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つ国保の保険証を使って治療を受けられ

ると、こういうような場合については、

当然、社保の資格を持っているわけです

から、社保の方で医療費をご負担いただ

くということになるわけですが、これに

ついては、あくまでもご本人に、医療費、

いわゆる保険者負担分の７割相当分をご

請求させていただいて、ご本人からお返

しいただくということで、こういう形で

お返しいただいた分を歳入で計上いたし

ておるということでございます。

　それから、保険料徴収員の報酬に関し

まして、税との統合というようなことで

ご質問をちょうだいいたしておりますが、

確かに、全国の市町村の中では、保険料

の徴収と税の徴収を一元的に行っている

市町村も多ございます。ただし、これに

ついては、この近畿２府４県について調

査をいたした中で、一元的に実施してお

るところは、いわゆる保険料という形じゃ

なくて、保険税という形で賦課をしてお

ると。こういうところについては、同じ

税という範疇でございますので、一元的

に収納業務をしているところが多いわけ

ですが、保険料という形で賦課をしてい

る市町村については、一元的にやってい

るのがほとんど皆無に近い状態でござい

まして、ただ、こういう中で、ご質問に

もございましたが、当然、市民税なり固

定資産税の徴収ということと、それから

保険料の徴収というようなこと、これ同

一の市民の方を対象に行うわけですから、

特に本市の場合は、今のところ、自己破

産とか、こういうケースについては、お

互いに情報を交換し合いながら、適切な

対応ができるように連絡はとり合ってお

ります。

　それから、老健拠出金の推移について

でございますが、今、私の手元に１０年

ほど前からの資料がございますが、例え

ば、１０年前の平成６年、このときには、

老健の拠出金の総額は１１億２４７万円

ほどでございました。これが、平成１０

年には１５億７，５１２万６，０００円、

１３年度には２０億７，０００万円とい

うような形で年々ふえてきていると。こ

れ、とりもなおさず、１番の大きな伸び

になっている理由と申しますのは、老健

の対象になります、従来であれば７０歳

以上の方々、これらの方々の、これは１

人当たりの医療費そのものは、さまざま

な制度改正がありまして若干抑制傾向に

はあると思うんですが、対象者が爆発的

にふえてきているということを背景に、

総額が非常に大きな伸びを示してきたと

いうことが１番の原因かと思います。た

だし、先ほど東角参事がご答弁申し上げ

ましたように、平成１４年の制度改正に

伴いまして、老健の対象者そのものは、

本市においても徐々に減る傾向にござい

ますので、今後の見込みといたしまして

は、ほぼ横ばいで推移をするのではない

かなというふうに見込んでおります。

　それから、保険料の徴収に当たりまし

ての再任用ということでございますが、

これにつきましては、現在、普通徴収員

６名と、主に過年度分の保険料の収納に

当たっていただいています特別徴収員４

名、合計１０名をお願いしているわけで

すが、これらの方々の、例えば、一定年

齢なりご都合により退職というようなこ

とが生じてまいりました際には、一定そ

ういう部分も含めて、人事と協議をして

まいりたいというふうには考えておりま

す。

　それから、運協委員の報酬にかかわり

まして、保険料の改定についての考えは

というふうなことでございますが、これ

につきましては、現在、この１６年度の

当初予算の段階でもございますので確定
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はいたしておりませんが、なかなか、全

体的に申し上げて、保険給付費そのもの

が大きな伸びを示しておるということで、

保険料率の改定ということも一定視野に

は入れていかざるを得ない状況にはなっ

ているわけですが、これについては、一

定の結論が出た段階で、運営協議会にご

意見をお伺いする中で一定の結論を出し

ていきたいというふうに考えております。

○野口委員長　葭中参事。

○葭中保健福祉部参事　１点目は、一般

会計の繰入金の関係でございますが、こ

の繰入金につきましては、老人医療費の

負担割合ということで一定の決まり事は

ございます。

　まず１つは基金の交付金、この部分に

つきましては、１６年度につきましては、

１００分の６６、これが１６年の９月ま

でです。それと、１０月以降が１００分

の６２ということで、４％ほど減になり

ます。

　そういうことで、市の方が、公費負担

分が１００分の３８ということになりま

して、これが、国、府、市の３者でその

負担割合を持つということになっており

ます。その中で、１６年の９月までにつ

きましては、１００分の３４の割合を負

担するということになっております。そ

の負担割合と、現在、この歳出の中で一

般管理費がございます。その市の事務執

行に係ります費用がございまして、その

部分を対象額としております。

　その分の一般管理の関係の費用につき

ましては、１，２８２万９，０００円を

予定しております。

　それと、先ほど申し上げました医療費

の市負担金、３億５６２万２，０００円

ということで、今回、一般会計の繰入金

ということで繰り入れをさせていただい

ている状況になっております。

　次に、人数の推移でございますが、１

３年度、これは、２月時点の数字で今と

らえておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。１３年度が６，４６８

人、１４年度が６，５５５人、１５年度

が６，２９２人、１６年度の見込みとし

まして、６，１７１人というふうに見込

んでおるところでございます。

　それで、次に、年齢引き上げに伴いま

しての影響等でございます。

　この老人保健法につきましては、平成

１４年の１０月に一定の改正をされまし

て、年齢の部分を見直されたところでご

ざいます。この中身でございますが、ま

ず受診率を見ますと、１３年度が１７５．

７％、１４年度が１９０．９％、１５年

度が２０８．４％と、受診に関しまして

は伸びを続けているというような状況に

なっております。

　それと、１人当たりの費用につきまし

ても年々上昇をしているというようになっ

ております。例えば、一人当たり、１３

年度が６万２，２８６円、１４年度が６

万３，６３９円、これは２．２％の増に

なっております。１５年度が６万４，５

８１円、これは、１４年度と比べますと、

１．５％というような状況ということで、

１人当たりの医療費の分につきましては

ふえております。そういうような部分で、

今後も、この医療費については増加の傾

向というふうに見込んでおるところでご

ざいます。

○野口委員長　暫時休憩します。

（午後０時３分　休憩）

（午後１時３分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。

　藤浦委員。

○藤浦委員　１番目の、国保会計全般に

ついてのご答弁でございましたけども、

１５年度の見込みというんですかね、こ
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れははっきりわからないと言うてはりま

したけど、１億８，０００万円程度の歳

入不足が出る可能性があると、こういう

ことでした。

　そうなると、今度はそれをどうするの

かということが１６年度を通しての話に

つながってくるんだろうと、こう思うわ

けですけどね。

　そうなると、先ほども言いました国保

料の問題とか、今度考えられるのかとい

うことも考えるわけですけど、ちょっと

それとあわせまして、国保料の改定の問

題については結論をどっかで出しますと、

こういうお話でございましたけども、こ

れ結論を出すのはいつぐらいの見込み、

結論が出るのはね。１５年度がきちっと

閉まってからになるのか、その辺のちょっ

と、いつぐらいの、国保料に関しても、

含めた結論が出されるのかということを

聞いておきたいと思います。

　それから、その国保料金の値上げ以外

の中で、１０月の委員会の中でもご答弁

ありましたけども、例えば、医療費を抑

制するという中には、誕生日検診とかの

受診率を上げて、早期の発見ができるよ

うに努めていくというようなこととか、

そんなには多くの方法はないというふう

なこともおっしゃってましたですね。他

力本願的な、例えば老健拠出金とか、こ

んなんは、もうはっきり言うて努力しよ

うにもしようがないと、こういうことで

ございまして、そういった中で、やっぱ

り鋭意、その中でも何とか努力していた

だいているとは思いますけど、これはさ

らにしっかり努力していただくというこ

とです。今の件は要望でおいときますけ

ど、お願いします。

　それから、２番目の、一般被保険者分

の近年の推移という部分についてはわか

りました。ちょっと、制度上の問題で、

老人保健の方の加入が引き上げられてい

く分、一般被保険者の分がふえていくと、

こういう傾向にあるということですので、

大変だと思いますので、しっかりこれも

見通しを立てながらお願いしたいと思い

ます。これは結構です。

　退職被保険者分について、質問させて

いただいた中での推移については、よく

数字を出していただいてわかりましたん

ですけどね、２つ目に質問したことにつ

きましては、徴収率２％が漏れていると

いう部分での収入未済額、このことであ

ると、こういうお話でございましたけど

も、これは、昨年１０月のときに、この

収入未済額の質問をさせていただいたと

きに、年金受給権が発生をされた方が、

一般被保険者から退職被保険者に切りか

えていく申請がなかなかついてきていな

いので、この辺が収入未済額として残っ

てきてるんですという話でした。これは、

しっかり職員の方でもその方々に勧奨を

して、それを切りかえていただくという

努力は非常に頑張っているということで

して、どんどんその分を切りかえていく

ように変わってきてますよと、こういう

お話でしたんですけどね、今の収入未済

額で、手続が、要するに切りかえがおく

れているという方、また、なかなか行け

てないという方の、この部分がどういう

ふうになってきましたかということをちょっ

と答弁欲しかったんですが、もう一度ちょっ

とここのところを教えていただきたいと

思います。

　それから、厚生養老年金が、受給年齢

がだんだんと、今は６１歳ですか、２歳

ですかね、一つずつ上がっていきますね。

そうすると、退職者医療制度との関係の

中で、受給年齢が上がっていくことによっ

て何か影響があるのかないのか、ちょっ

とこの辺を教えておいてください。
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　それから、４番目の、高額医療費共同

事業負担金関係、これは説明いただいた

ので、さらに勉強を重ねてまいりたいと、

こういうふうに思います。わかりました。

ありがとうございます。

　それから、不正利得の返納金について

もわかりました。これは、制度上のこと

でそういうふうになるということでござ

いましたんですが、これはわかりました。

　それから、保険料の徴収についても、

これも一応おおむねわかりました。予算

の中では、報酬としては１，９７５万５，

０００円という予算を使ってらっしゃい

ますので、しっかりこれ、費用対効果が

上がるように徴収活動をお願いしたいと

いうこと、これは要望しておきます。

　それから、国保運営協議会委員報酬に

ついて、これは、先ほどの１番目の質問

と重なりますけども、結論を出されるの

はいつぐらいになるのかということ、同

じ質問になりますが。

　それから、８番目の、老人保健拠出金

についてですけども、先ほども言いまし

たけど、この部分については他力本願と

いうんですかね、これはもう頑張りよう

がないわけですけども、高齢者の市民の

健康増進という意味から、健康推進課な

んかも、今回、健康せっつ２１の事業と

していろいろと展開をされておりますけ

ども、そういった連携をする中での、健

康長生き、保険要らずというかね、そう

いう余り保険もなくて元気に暮らせると

いうことも、国保年金課の方でも認識を

していただいて、また努力できるところ

はしっかりしていただきたいということ

で、実態をしっかり把握していただくと

いうことも含めてお願いをしておきます。

これは要望でございます。

　それから、老人保健の一般会計繰入金

についてはわかりました。

　それから、１０番目の、老人保健被保

険者につきまして、これも、制度上、人

数は毎年７５歳まで上がっていく関係で

少しずつ減ってくると。ところが、７５

歳まで移行すると、ここからまたふえ出

すということで上がっていくんですね。

こうなりますと、７５歳以上の方でふえ

るということは、高齢者の純度が高いと

いうことですね。ということは、当然、

医療費もここからいよいよ本格的に上が

り出すというようなことになると思うん

です。でなくても、年々、個人の医療費

は上がっていると、１人当たりの医療は

上がっているという状態ですので大変だ

なと、こういうふうに思います。これも、

やっぱり後でまた介護保険のときにもちょっ

と申しますけども、骨折予防とかいろい

ろなこと、今事業の中でも考えてらっしゃ

るとおっしゃってましたけどね、そういっ

た、各課と連携をしながら、医療保険を

使っても元気で暮らしていけるように、

これは全市的な取り組みになると思いま

すけど、高齢者施策という形で頑張って

いっていただきたいなと、こういうこと

でございますのでお願いいたします。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず、保険料の

改定の結論はいつぐらいかということで

ございますが、１６年度の保険料につき

ましては、４月から７月までの仮算定を

いたしまして、これ、前々年の所得に基

づいて保険料の仮決定をいたしまして、

通知をいたすわけですが、この後、８月

１日付で本算定をいたしまして本年度の

保険料が確定すると、こういうような運

びになりますので、一定それまでには結

論を出していきたいと。ただし、これに

ついては、保険料率を変更いたした場合、

歳入に変更が生じてまいろうかと思いま

すので、そのあたりを勘案いたしますと、
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遅くても５月の下旬ぐらいには一定の結

論を出していく必要があるのではないか

なというふうに考えております。

　それから、２点目の、退職振替の問題

でございますが、これにつきましては、

従来、国保連合会を通じまして、退職被

保険者に該当する方のリストが送付され

てきているわけですが、これらの方につ

いては、退職被保険者に該当するという

ことで、切りかえ手続をお願いするとい

うようなことで、はがきで勧奨をいたし

てきたところでございますが、この１５

年度から、いわゆる勧奨のみならず、一

定、私どもの方で、退職被保険者に該当

するというふうなことが確定する部分に

ついては職権切替えをいたしてきており

まして、それ以外でも、特に、いわゆる

扶養の方がおられる場合については、そ

の扶養の方が退職被保険者に該当するの

かどうかという判定が非常に難しい部分

がありますから、これらの方については、

勧奨の手続をするのと同時に、漏れ落ち

がないように周知徹底をしているという

ことで、従来であれば、勧奨はがきをお

送り申し上げても、２割ないし３割ぐら

いはなかなか窓口にお越しにならないと

いうような実態もあったわけですが、そ

ういう部分は相当解消されてきていると

いう状況にございます。

　それから、年金の給付が、これから段

階的に６５歳まで開始年齢が切り上げに

なるわけですが、これに伴いまして、い

わゆる退職被保険者に該当する方、これ

までは、おおむね６０歳に到達した段階

で受給権が発生するというような形になっ

ておったわけですが、これが徐々に上がっ

ていくということで、これは、ある意味

で申しますと、一般被保険者から退職被

保険者に切りかわる年齢が徐々に上がる

というようなことがございますが、一方、

いわゆる老人保健制度への移行が７５歳

まで延びてきておりますので、現行の状

態を申しますと、７０歳に到達した人の

中で、約６割強の方が退職被保険者であ

ると。これ、従来は、７０歳に到達した

段階で、退職被保険者がすべて一般被保

険者に切りかわってきていたわけですが、

これが、７５歳までは、そのまま引き続

き退職被保険者の枠内に在籍するという

ような形になりますので、そうなります

と、新たな、いわゆる一般から退職への

切りかえで入ってくる分は、徐々に年金

の受給年齢が上がるに伴って、徐々にお

くれてくるというようなことがあるわけ

ですが、一たん退職に切り変わった方が

一般へ戻ってくるというのが、７５歳ま

でストップしていますので、そういう意

味で申しますと、退職被保険者総数の伸

びは、今後もあと３年ばかりは引き続き

続いていくのかなと、こういうような見

方をいたしております。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　先ほどの、ややこしい説明

でございまして、退職被保険者の数の問

題は、６５歳まで受給年齢が上がってい

くことは、一般被保険者はその分受け皿

としては一般被保険者という受け皿です

ね。それで、医療費を使われたら一般被

保険者としての扱いになると、こういう

ことになるので負担は大きくなるんです

ね、一般被保険者全体としては、こうい

うことでありますよね。だから、大変に、

負担の上にまた負担というふうに、これ

は国の制度なんで何とも、これも他力本

願的なことですけどね。

　こういうふうに、どんどんと大変な状

態になっていくと。こういう中で、先ほ

ど、保険料の決断をするのは５月だとい

うふうにおっしゃっていただきましたけ

ども、これは、諮問をされるのが５月ぐ

－�27�－



らいになるということですか、内容が。

それとも、もう諮問が終わって、６月ぐ

らいには方針を市として決定をするとい

うことになるのか、ちょっとこれは一応

答えていただきたいと思うんですけどね。

　どちらにいたしましても、上げてほし

くないわけですよね。そやけど、いろい

ろ中身をただせば、聞けば聞くほど中身

が暗くてというんですか、希望が持てな

いような状態になっているのは事実であっ

て、最終的には一般会計から出すのか。

努力はされていると思いますよ。さらに

努力をしていただいたとして、後は、本

当に、他力本願的なことの条件があって、

ましてや年金受給年齢が上がってくる。

また、老人保健医療への加入がおくれて

くるということも踏まえて、ますます苦

しくなる材料ばかりがそろっているとい

うような状態でございますけれども。

　この中で、最終的には、もう徴収率も

上げる言うてもそんなに上がることはな

いと思います。そうしたら、やっぱり一

般会計からの繰り出しになるのか、保険

料を上げるのかと、こういう話になりが

ちなんですね。なってきてしまうかもわ

からないんですけども、その中でも、やっ

ぱり何とかおくらせてほしいし、何とか

圧縮していただきたいと、これはほんま

に市民代表としての願いですよ。下水道

料金もこの４月から上がるしね。そうい

う意味では、公共料金というのは、毎年

のように何かの料金が上がるというふう

な状態が続いておりますので、世間の予

測では、次は国民健康保険ちゃうかいう

ようなことも言われておりますしね、こ

れはほんまに努力していただいて、何と

か、何回も言いますよ、おくらせていた

だいて、また圧縮していただくというこ

とを要望しておきたいと思います。

　１点だけ、さっきの件だけ教えてくだ

さい。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　５月の末という

ようなことで申し上げましたのは、具体

的な、手順的な話としては、本市、これ

まで、保険料率を改定する際につきまし

ては、国保の運営協議会に対しまして意

見を求めておりまして、この運営協議会

の答申を受けまして、最終的にどう取り

扱うのかということの結論を出した上で、

保険料の歳入補正が必要なようであれば、

議会に補正予算というような形でご意見

を求めていくと、こういう運びになりま

すので、先ほど、５月の末ということで

申し上げましたのは、仮に、運営協議会

から保険料率の改定やむなしというよう

なご答申をちょうだいしたとして、それ

を受けて、いわゆる料率改定を行うのか

どうかという部分について、市が最終決

断をする時期が５月の末というようなこ

とでございます。

　ですから、当然、運営協議会に対して

諮問という部分につきましては、それ以

前というような形になろうかと思います。

○野口委員長　古谷委員。

○古谷委員　まず、国保会計のところで

ございますけれども、２０ぺージでござ

いますが、療養給付費と療養費というの、

現金と現物というところの説明をしてい

ただきたいと思います。

　それと、財源のところでございますけ

ども、その他の財源で１３億７，８０３

万８，０００円と、それの説明ですね、

内容とお願いします。

　その１点だけ、お願いしたいと思いま

す。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず、療養給付

費と療養費、中身は同じ、いわゆる医療

費のうちの保険者負担分７割相当のもの
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でございますが、療養給付費につきまし

ては、いわゆる病院等で診察を受けた場

合に、医療費の流れというのは、病院か

ら大阪府の国保連合会にレセプトが回り

まして、ここで審査を受けて市の方へ請

求があると。こういうルートに乗ってい

るものが療養給付費でございます。

　一方、いわゆる病院で診察を受けた際

に、具体的に申しますと、例えばコルセッ

トとか、こういう現物を、病院から患者

が買い取るいうんですか、とにかくお金

を出して給付をしていただくという部分

については、国保窓口で、後で償還払い

するというような形であったり、それか

ら、中には、健康保険証を持たずに診察

を受けるような場合がままあります。こ

ういうようなときには、一たん医療費全

額をご本人に負担をしていただいて、こ

の部分については国保窓口で償還払いを

するという部分でございまして、ですか

ら、お金の動きを申しますと、療養費に

ついては、医療費の７割相当分を窓口で

個々に加入されている市民の方々に直接

現金を給付いたしますし、療養給付費の

方については、病院から請求のあった分

を、国保連合会を通じてお支払いする分

の予算科目であると、そういう違いでご

ざいます。

　それから、この財源内訳の中で、１３

億７，８００万円のその他の財源内訳で

ございますが、これは、この１３億の財

源内訳を詳細に申し上げますと、医療分

の保険料の現年分、これから９億４，８

０７万３，０００円、それから、同じく

保険料の医療分の過年度分の歳入見込み、

１億１，６７９万８，０００円、それか

ら、督促手数料で歳入計上いたしており

ます３０万円、預金の利子１，０００円、

第三者納付金１，０００万円、返納金１

００万円が内訳になっております。

　ですから、その他と申しますのは、基

本的には国保に加入されている被保険者

の負担になる部分がその他というような

形になっております。

○野口委員長　古谷委員。

○古谷委員　今のご説明でよくわかりま

した。

　もう１項目、国保会計のところで、移

送費ということについて載っております

んですけども、私、これ概要の方で見さ

せていただきまして、１６２ページとい

うことなんです。移送費についてお答え

いただきたいと思います。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　この移送費につ

きましては、過去一貫して予算計上して、

すべて未執行というような形で来ている

わけですが、これ、通常は、大都市部に

ございます摂津市のような保険者の場合

は、例えば、病院から病院へ転院する場

合については、仮に、ご本人が移動でき

なくて、治療的な必要があって他の病院

に転院すると、こういうような場合につ

いては病院の救急車を使って移動になる

わけですね。ところが、特に山間部等で、

病院はそういう設備を持っていないとい

うことで、治療上必要があって、他の病

院に転院せなあかん状態なわけですと、

例えば、タクシーを借り上げして行くよ

うな必要がある場合については、その部

分がいわゆる移送費の対象になります。

　そういうことで、これは国民健康保険

法上、保険者としての費用負担が規定さ

れておる項目でございますので、予算計

上はいたしてきておりますが、年々、い

わゆる未執行というような形で推移して

いるということでございます。

○野口委員長　ほかにございませんか。

　山下委員。

○山下委員　先ほども、国民健康保険、
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１５年度の決算見込みの状況について、

１億８，６８９万４，０００円という、

赤字見込みだということでありますけれ

ども、これは、当初の段階と比較して一

体どういうことになっているのか。また、

単年度収支ではどうなのかということを

お聞きしたいと思います。

　１６年度の予算の中で、雑入のうち、

雑収入として上がっている１億５，６６

２万７，０００円が、これが財源手当で

きてないということで、値上げせずにい

けば、単年度で赤字になる額と解してよ

いのかということを確認しておきたいと

思います。

　それから、一般会計の繰り入れですね、

１６年度予算で１．６％の減ということ

で、これは、いわばルールに基づく繰り

入れのようなお話だったと思うんですが、

しかし、この昨今の状況から、昨今の状

況というよりは、むしろ、今さっきから

論議になっているように、老人保健法の

改悪等で、本来、これまで老人保健に加

入していた世帯が国保にとどまるという、

このことによって、国保の負担がふえる

ということがあるわけですね。いわば、

これは、国の制度の改定によって、保険

者の負担あるいは被保険者の負担がふえ

てくるということでありますけれども、

これまで摂津市の国保では、改悪がなさ

れるたびに国保加入者に、被保険者に転

嫁するということではなくて、そういう

ものも持ちこたえてやってきたという経

過がありますね。

　そういう点から言いますと、国保の繰

り入れは、法定、つまり義務的なもの以

外に、一般の国保料軽減措置として図ら

れるべきは、増額してこそ当然なんでは

ありませんか、いかがでしょうか。

　それから、国保窓口の改善ということ

も言われておりますけれども、先ほども

お話ありました国保の徴収ですね、これ

は１５年度で来ていることでありますが、

滞納分についての徴収に直接赴かれると、

こういうこともやっているということで

ありますけれども、しかし、おくれなが

らでも納入している世帯にあえて出向い

ていって徴収すると。しかも、庁内では

こういう名札つけてますけども、身分も

はっきりしないで徴収に行くということ

で、非常に怒られた例があって、もちろ

んそれは担当から謝りに行ったというこ

ともお聞きしてますけれども。

　今後そういうといいますかね、滞納者

に対して、これをわずかずつでも払って

いって努力をしているところに対してま

で徴収に赴くということまでやっていく

のかと。つまり、そういうことは、払う

能力があるのに払わないというふうに見

てそういう取り扱いをされようとしてい

るのか、そういう点をお聞きしておきた

いと思います。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　まず、１点目の、

１５年度予算にかかわる雑収入の予算額

でございますが、当初予算段階では、１

億７，３３４万３，０００円というのが

雑入の当初予算額でございます。これに

加えまして、補正予算の第１号で、１４

年度の決算に対する繰上充用分というこ

とで、２億８，０００万円ほどの雑入予

算を計上いたしておるわけですが、今回

補正をお願いいたしている分も含めて、

年度途中でのプラスマイナスございます

ので、最終的には、年間を通じて申しま

すと、１，３５５万１，０００円増の、

先ほど申しました１億８，６８９万４，

０００円が今回の補正後の雑入の予算額

になると。こういう形でございますので、

おおむね数字だけ見ますと、１４年度の

決算段階で繰上充用をお願いした２億８，
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０００万円分が、ほぼ年度内で減少する

というような形になりますので、ある意

味で申しますと、単年度の収支だけを見

ますと、ほぼその相当分が黒字決算と、

こういう形になります。ただし、これに

つきましては、雑入の減少部分につきま

しては、ある意味で申しますと、１４年

度の決算段階で本来交付されるべきもの

が過少交付されておるために、１４年度

の決算は赤字になりますし、この部分が、

１５年度で翌年度に精算交付と、こうい

う形になりますので、１５年度は、単年

度だけを見たときには黒字決算になると、

こういうことでございまして、これは、

国保の会計そのものが、それぞれの年で

すべて精算が終わるという仕組みになっ

てございませんでして、翌年精算という

形もあれば、例えば、老健の拠出金であ

るとか介護の納付金、このあたりになり

ますと、２年後に精算というような手法

が講じられておりますので、どうしても

そういうような状態が起こってくるとい

うことでございます。それと同時に、先

ほど藤浦委員からのご質問の中でもお答

えしているわけですが、この３月段階で

１億８，６００万円というのも、最終的

には出納閉鎖段階にならんと確定しない

と、こういうことで申し上げているわけ

ですが、この１億８，６００万円につい

ても、１５年度の事業で行った拠出金で

あるとか保険給付費、このあたりの国庫

負担分、これらがすべて単年度で満額交

付されるという前提での数字でございま

すので、これは、ある意味で申しますと、

国の方の会計の状態によって、全国の国

保から上がってくる国庫負担金なりの請

求を見て、今年度で全部交付が難しいと

いうようなことであれば、例えば９掛け

であるとか８掛けというような形で翌年

回しになると、こういうようなこともあ

りますので、そういうことで、現行、１

億８，６００万円については、今の段階

での試算というようなことでご理解をい

ただけるとありがたいというふうに思い

ます。

　それから、この１６年度、当初予算段

階で、雑入というようなことで、１億５，

６６２万７，０００円を予算計上してお

るわけですが、これについては、最終的

に、今後の、この１６年度の事業の推移

を見ないと確定しない部分もあるわけで

すが、今の状況としては、これらについ

て考えられる方策としては、保険料改定

という形で歳入を賄っていくという方法

しか具体的な部分としてはないのも現状

でございます。

　それから、この国保制度が全国の市町

村で一定義務化される中で、今日まで相

当の年数があるわけですが、そういう中

で、ほぼ毎年のように制度改正、これは、

ある意味で申しますと制度改悪というよ

うな批判をいただく場合もあるかと思う

んですが、がなされてきているのも現状

です。

　そういう中で、委員ご質問のように、

国保に加入される方々の保険料負担もな

かなか大変だということも承知はしてい

るわけですが、一定程度、この国保とい

う制度が特別会計で運営されている中で

は、やはり確かに保険料を抑えるという

手法としては、一般会計からの繰り入れ

をして保険料を抑えると、こういうよう

な手法があるわけですが、これは特別会

計という形で実施されているという中で、

本市の保険料率がどうなのかという部分

も見据えた中で一定判断をしていかざる

を得ないことではないかなと。

　というのは、いわゆる医療制度改革一

つにしましても、摂津市の方々だけが、

老健の移行が７５歳にとまっているわけ
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では決してございませんので、日本全国

津々浦々の自治体で同じような制度改正

がなされて、そういう中で運営されてい

るというようなこともございますので、

これは、１つの手法としては繰入金を入

れて保険料を抑えると、こういう手法も

あることは十分承知はしておるわけです

が、今の市の財政状況等も考え合わせま

すと、なかなか厳しい状態であるなとい

うふうには考えております。

　それから、保険料の分割誓約をされて

いる方に対しても保険料の徴収に回るの

かというようなことでございますが、こ

れは、分割誓約をされている方にもさま

ざまな方がございます。分割誓約に至る

経緯も、例えば会社をやめて国保に入っ

てくる。そうなると、会社員であったと

きの所得で保険料が算定されるというよ

うなことになりますので、どうしても初

年度は非常に高い保険料になって、なか

なか保険の支払いが困難であると、こう

いうようなことで、この部分を翌年度移

行に繰り延べしてお支払いいただくと。

こういうような対応もいたしておるわけ

ですが、中には、前年とほぼ同じような

所得であっても、さまざまな事情があっ

て、私どもの方で決定いたしました保険

料の支払いができないということで、分

割をいただいているケースもございます

が、これについては、その分割部分が当

然未納という形で残るわけですね。そう

いうことで、私どもとしては、それぞれ

の被保険者の状態を確認しながら、でき

るだけ賦課いたしました保険料について

は納付をいただく努力をしていくという

ことは、これは当然保険者として必要な

ことであるというふうに考えております

ので、必ずしも一律にというような考え

をしているわけではございませんが、滞

納されている方々の状態を見ながら、徴

収の努力は引き続き続けてまいりたいと

いうふうに考えております。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　今、１５年度決算見込みの

状況に関連して、１５年度、保険料審議

して、決定した時期、出納閉鎖が済んだ

時点で、１４年度の赤字、これを繰上充

用で見たというのが２億８，０００万円、

およそですね。それから、１５年当初の

いわば雑入ということで、見込みのない

財源、これが１億７，０００万円、合わ

せて４億５，０００万円の赤字見込みと

いうことで、確定した段階からは出発し

たんですね。そういうことに基づいて論

議も、保険料を値上げする時点ではそう

いう論議であったと。そのときに、いや、

これは過少交付であると、国からのいろ

いろなお金が過少交付であるということ

については、その時点で全くわからなかっ

たことなんですかと。いろいろ変動があ

るから、あるいは全国的な状況も見なが

らということもそりゃあるかもしれませ

んけれども、そういうことは論議の対象

にはならずに今日まで来て、いや、結果

としては、繰上充用分の２億８，０００

万円がほぼ消えた形でございますと、こ

ういうことをしゃあしゃあと言わはるん

ですけどもね、しかし、保険料値上げ審

議のときには、そういうことは少しも見

えてないわけですよね。保険料の審議は

一体何やったのかと言わざるを得ないん

ですよ、これは。実質上、やむを得ない

事情、またいろいろおっしゃると思うん

ですが。しかし、それではこの収支の均

衡ということなんかを、私は知りません、

私は違いますけども、ほかの委員はそう

いうことをいろいろ気になさってこれ論

議してきたはずなんですね。ところが、

４億５，０００万円の赤字見込みが、い

や、終わってみたら１億８，０００万円、
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何やねんということになりゃしませんか。

ここで論議していることは一体何なのか

と。いや、制度によってそうなってます

ねんということで、はい、そうでござい

ますかて、こんな委員会審議、本当に何

のためにやってるかということはわかり

ませんで。

　そういうことをどうお感じになっとる

のかということをお聞きしたいんですよ。

　まじめに収支均衡とかいろいろ、いや、

財政赤字やからと、いや、もういろいろ

やってるけれども、こんなことになって

んのやったら、この審議一体何かと。こ

の１６年度予算についても、これ赤字見

込みが１億８，０００万円だということ、

これまた３億３，０００万円の赤字見込

みみたいな格好になってるんですよ、こ

れね。出納閉鎖終わってませんけど。

　それなのに、保険料については確実に

値上げの審議をしていくと、値上げの審

議ね。値上げを諮問されるんでしょ、違

うんですか。これまで、今おっしゃった

ように、いや、単年度で見るべきではな

いと、経過があるからというふうにおっ

しゃるんだけども、しかし、この間ずっ

と単年度黒字で来た年も、毎年のように

上げてきたじゃないですか。トータルと

して見ても、４年連続黒字になったとき

もあったと思うんですよね。そういう場

合でも毎年値上げしてるじゃないですか。

累積があると、いろいろなことおっしゃっ

てますけども、そういう基本的な考え方

という点では、これは全体としてしんど

いんだから、一般会計からも相応に繰り

入れるということをやらなけりゃならん

のじゃないですか。そういうふうにして、

今まで一般会計からの繰り入れをふやさ

ざるを得なかったという状況があったん

じゃないですか。我々はもっと積極的に

ふやすべきだというふうに言ってきまし

たけども、そこにしか、過去に基金積み

立てなどあるようなところならいざ知ら

ず、それもなければ、これしか調整弁果

たせないんですよ。

　国保加入者の多くはどういう実態にあ

るのか、担当課でないからご存じないか

もしれんけども、去年調査やってますよ、

ことしか。調査やってますよ、結果みた

ら、去年より売上減ってると、苦しくなっ

てる、圧倒的多数なんですよ、６割いっ

てますわね。そんな状況あるでしょ。

　それから、この国保加入者のおよそ４

割は給与所得でしょ。給与所得だけども、

勤め先に健康保険制度がないということ

で国保に加入してはると、こういう人も

多いんですよね、４割がそのぐらいあっ

たと思いますが。

　こんなことを考えると、その人たちに

とっても、仕事は減ってるとか、まあ給

料ふえてるというとこはまず少ないです。

ごくごく一部のとこですね、企業ですよ。

ほか圧倒的多数は大変な状況にあります

よ。そういうときにね、国保料値上げ、

本当にこんなもん諮問すべきかと、見送

るべきじゃないですか。

　ということをどうお考えですか。

　もう１つ、それから、そういうことを

論議している国民健康保険運営協議会と

いうのは一体どんな論議をやっているか

ということを、これは広く被保険者に知っ

てもらう必要があるんじゃないですか。

情報公開なんていうことじゃなくて、情

報提供をやるべきじゃないんですか。こ

ういう論議やっていますと、加入者の皆

さんと、こういう論議をやってますよと。

こういう論議やってこういう結論出して

ますよと、こういう論議の、審議の過程

というのは、やっぱりだれが見てもすぐ

わかるようにすべきじゃありませんか。

　ほかの審議会で、公開してる審議会な
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かなか少ないですよ。少ないけども、本

来はこういうものはみんな公開すべきじゃ

ないですか。公開というよりは、公開を

要求されてするというよりは、積極的に、

皆さんの負担にかかわる問題については

こういうふうに論議してますと。当局は

こういう説明してるし、委員はこういう

発言をしてます、こういうことがよくわ

かるようにならなきゃね、こりゃ全く市

民にとっては、何かわからんままに、ま

してや、さっきも言いました、何かわか

らん土台の上に乗ってるようなあやふや

なものを指針として論議してね、いや、

値上げやむなしと、どんな結論が出てく

るんだと思わざるを得ないですね。

　公開という問題について、公開という

のは、言われて公開するんじゃなくて、

情報を提供していくと、こういう論議を

してますということが大事ではないかと

いうことを言ってるんで、その辺につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

○野口委員長　東角参事。

○東角国保年金課参事　１点目と２点目

についてお答えさせていただきます。

　まず１点目の、平成１４年度の決算で、

見込額２．８億円、それから、平成１５

年度の当初予算ベースで、雑入として１．

７億円を予算計上させていただきました。

合計４．５億円の出発でありましたが、

平成１５年１２月の議会、それから、こ

の３月議会に上程させていただいており

ます議案で、１億８，０００万円という

ような解消がなされているとことについ

てでございますが、先ほども佐藤参事の

方からも申し上げましたとおりでござい

まして、老健の拠出金あるいは介護の納

付金につきましては、医療費、介護保険

制度に基づく納付金、前々年度の医療費

なり介護で利用者が使われた費用などか

ら、全国的に計算されるものでございま

して、まず、約３年のスパンで精算が行

われております。

　それから、もう１点は、老健の拠出金

でございますが、平成１２年度は１６億

円でございました。平成１３年度には、

これは４億ふえて２０億であったと記憶

しております。平成１４年度の決算時に

おきましては、これは２４億、ほぼ２５

億に近い金額であったと記憶しておりま

すけれども、単年度ごとで約４億円ずつ、

３年間続けて上がってまいりました。そ

れで、平成１４年度の制度の改正がござ

いまして、平成１５年度の当初予算ベー

スでは、老健は、一定拠出金は落ちつい

たかと思われておりますが、何分にも、

平成１２年度からの老健の拠出金の増加

額が非常な金額でありました。老人の比

率を見ましても、摂津市はかなり若い都

市でございまして低い方なんですが、平

成１６年度の２月末現在で１６．３８％

となっておりまして、全国平均からする

と低いのでございますが、老健拠出金に

つきましては、全国ベースに基づいて、

すべての老人医療にかかった費用を算出

いたしまして、それを全国の保険者で割

り戻しをするため、全国３，０００ほど

の自治体が、それぞれ老健の拠出金は、

簡単に申しますと、市の規模であるとか

老人比率などによって得する自治体もご

ざいますし、また、一定、短期間で支出

増になるような市もございます。

　したがいまして、まず、この老健拠出

金が３年のスパンで精算が行われており

ますことから、今年度、これはたまたま

２億８，０００万円ほどの累積赤字を解

消できたわけでございますが、なかなか

老健拠出金の全国ベースで動きます支出

額が読みにくいという点がございます。

　それから、一般の医療費でございます

が、一般の医療費につきましても、療養
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給付費負担金というような形で、一般の

医療費の総額にかかったうちの４割が、

国によって国庫支出金として市に入って

まいります。これにつきましても、国の

方が、その年、その年の３，０００の自

治体で、国の財源の中から配分いたしま

すもので、当該年度で１００％精算され

るものではございませんで、約２年間ほ

どの精算のスパンがございます。

　したがいまして、２億８，０００万円

がいつの間にか解消したと言われる、確

かになかなか見込みがつきにくいもので

ございまして、できるだけこの国保制度

をよく十分に理解して、できるだけ市民

の皆様のご負担にならないような手だて

を、常に考えさせていただいて、国から

もできるだけ財源がたくさんいただける

方法はないかと。あるいは医療費の抑制

はどうすれば、これはちょっと健康推進

課との連携をさらに密にしないとなかな

か難しいのではございますが、そういう

部分がありまして、累積赤字を解消して

いくという形をとっております。

　ちなみに、一般会計の繰り出しでござ

いますが、平成１４年度の決算、平成１

４年度末の一般会計の繰入金は、これも

何度も民生常任委員会の中でも申し上げ

てきたかとも思いますが、本市の法定外

の繰入金につきましては、被保険者１人

当たりで見ましたところ、年間約１万３，

００９円の保険料の抑制を行っておる状

況にあります。

　なお、佐藤参事からも申し上げており

ますとおり、国保の特別会計の仕組みの

中では、それぞれ特別会計としての経営

努力をしていくということでございまし

て、本市の財政状況が相当厳しい中にあ

りまして、一般会計の繰り入れは他市と

比較する中ではなかなか難しいのではな

いかと。また、一般会計の繰入金を全く

出さずに運営されている市も７市ほどご

ざいまして、摂津市におきましても、も

う少し努力をしていくところがあるかと

思われます。

　それから、第２点目の、国保加入者の

４割が給与所得者で、収入状況が非常に

厳しいというところでございますが、こ

れは、委員のおっしゃるとおりでござい

まして、国民健康保険に加入される方の

収入状況がかなり不安定な状況、失業な

り、休・廃業なりを伴いますことから、

年度始めにつきましては、前年の収入に

基づいて保険料を算定いたしますから、

非常に苦しいご負担になろうかと、これ

は委員のおっしゃるとおりでございます。

　ただ、その件につきましては、摂津市

の国民健康保険条例に基づきまして、保

険料の減免という制度が、よくご存じの

ようにされておりまして、平成１２年、

３８０件申請で、適用が３４４件ござい

ました。平成１３年度は、申請が２７６

件で、適用件数が２４０件。昨年度の決

算では、申請が２０７件で、適用が１７

９件。今年度につきましては、申請が２

７８件で、適用件数が２４５件ございま

した。これは、先ほど藤浦委員のご質問

でありましたときにも申し上げましたが、

国の法定軽減の７割軽減、５割軽減、２

割軽減の適用者と市の減免制度の適用者

を合わせますと、平成１２年度では５，

６８８世帯、平成１３年度では５，８７

９世帯、平成１４年度の決算時では６，

２９８世帯、今回、平成１５年度、平成

１６年２月末現在では、７，１３７世帯

となっておりまして、市の中での減免及

び法定軽減に該当する世帯では約４０％

を占めております。

　先ほどの、収入が著しく少なくなった

ために保険料の支払いが負担であるとい

う委員のご指摘でございますが、それは
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まことにそのとおりであろうかと思って

おります。

　ただ、本市の保険料の減免につきまし

ては、先ほど申し上げました適用件数２

４５件でございますが、前年度の所得が

高くても、当該年度の申請によりまして、

８月が本算定でございますので、８月の

申請によりまして、生活保護基準の１．

１５倍というような一定基準がございま

すが、その一定基準を満たした場合でご

ざいますが、平成１５年度現在では、１，

４５５万円ほどの保険料の減免を行って

おります。これは、１世帯で見た場合で

ございますが、約６万円の減免をさせて

いただいております。この６万円が、もっ

とたくさん減免ができればいいという市

民の方々の思いはよくわかるんでござい

ますが、今年度、厳しい収入状況になっ

た場合につきましては、減免の制度で所

得割が係ってくることになります。

　なお、法定軽減を受けられる方につき

ましては、７割の法定軽減で、２人世帯

の場合であれば、年間６万４８０円、１

人世帯であっても、３万８，６４０円が

国によって軽減をされております。７割

軽減世帯であれば、これは、当該年度は

収入が落ちて翌年度になろうかと思いま

すが、翌年度であれば、１人世帯は月々

１，３８０円、２人世帯であれば月々２，

１６０円の保険料を納めていただければ

というふうになっております。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　国民健康保険運

営協議会の公開をというようなことでご

ざいますが、これにつきましては、一度、

国民健康保険運営協議会にお諮りをいた

してまいりたいというふうに考えており

ます。

　ただ、国民健康保険運営協議会という

のは、ご承知のとおり、被保険者代表と

いうような形で市民の方々４人、それか

ら、いわゆる医療の代表というようなこ

とで、お医者をはじめ４名の方、公益委

員が４名、被用者保険の代表の方２名と

いうようなことで、１４名で構成をされ

ておりますので、一定、公開という部分

については議論はあろうかと思いますが、

一度、お諮りはしてみたいというふうに

考えております。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　非常に不安定で、３年ぐら

いのスパンで見てほしいというお話なん

ですが、それにしても、予算の時期との

乖離が非常に大きいと。いわば、これは

どっちへ転ぶかというようなことを見て

いった場合には、市の担当者としては、

できるだけ安全な方にというのは、市民

の負担は多くしても財政としては赤字に

ならんようにと、できるだけ、いう方向

の方が強いと。つまり、赤字にするより

は被保険者の負担をふやすということに

なりはしないのかと。いつもそういう安

全のとり方と。

　つまり、被保険者の目線に立てば、やっ

ぱり保険料が増大するということは、こ

れは絶対にだめなんですよ。しかも、今

のような状況なんですよね。毎年、商売

している人にとってはなかなか大変。そ

れに、給与所得者の場合でも大変な事態

になってますよ。またこの上に、消費税

の増税、こんなことが加わってきたら、

商売として成り立っていくかどうかとい

うことでしょ。そんな時期に保険料負担

ふえていったら、ほんまえらいことにな

るというのが実感なんですよ。

　そういうことから、値上げは絶対避け

ていただきたいということでありますけ

れども、やってはならんというふうに思

うんですけども。

　それにしても、今おっしゃった申請減
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免に係る件数をおっしゃいましたね。こ

ういうところについては、これを保険そ

のものの負担の中でやりくりするという

んじゃなくて、こういうことは市が制度

として打ち出してやってるんですから、

これはやっぱり一般会計からの繰り入れ

を根拠にしなければならないんじゃない

ですか。これ義務的というまでには至ら

んけれども、考え方として、そういうも

んじゃないですか。そういうものが一体

どのぐらいになるのか、こういうことも、

やっぱり一般会計繰り入れということを

考える場合には当然頭に入れておかなけ

ればならないことではないかと思うんで

すが。そりゃどのぐらいのものになるか

知りません。そやけど、そういうことも、

これ全体の額からしたら少ないかもしれ

ませんけれども、根拠としてはそういう

ふうなものとして、これはまた明細を明

らかにしておくということが大事なんで

はないかと思うんです。

　それから、それもあれもこれも一緒に

しないようにしていくことが大事ではな

いかと思うんですが。その考えを聞いて

おきたいと思います。

　それから、今るるおっしゃいましたけ

ども、結局、保険料をやっぱり上げない

というところに帰結するということで、

そういう諮問を行えというふうに申し上

げたいということです。

　それから、老健の方に関連して、１つ

お聞きしておきたいんですが、これは、

老人の高額医療費の償還払いに関して、

ここに受領委任払制度とか自動償還にす

るというふうにしないと、これは申請期

間が２年ということで、それ過ぎたらも

うだめですよということになってしまい

ますわね。

　これも、大阪府市議会議長会でも特別

決議を上げて、老人高額療養費の償還払

いを、これを受領委任払いに切りかえよ

と、こういう決議も採択されて、送られ

ているわけでありますけれども、こうい

うことに動き出さなきゃならんと思うん

です。もちろん、担当の方ではそういう

ふうにやってるというふうにおっしゃる

かもしれません、上に向けて。そういう

点があろうかとは思いますけれども、こ

れ、考えてみたら非常におかしいことな

んですね。当然、申請すれば返ってくる

んだけども、その申請をしなかった、忘

れておった、そしたらそれは返ってこな

い。そんなん、その人の責任やというふ

うには言えないですね。周知徹底さえな

かなかされてないと。医療機関で周知す

るようにしているというふうなことであ

りますけれども、こういうことが本当に、

それこそ親切な市政としては、こういう

ことは徹底して行うべきなんではないか

と思うんですね。

　そういう状況についてのちょっとお知

らせをいただきたいと思います。

　運協の公開の問題については、むしろ

積極的に情報提供を行っていくというこ

とについてはご検討いただくということ

で、また一層の努力をお願いしたいと思

います。以上。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　一般会計からの

繰入金、これについては、私ども摂津市

も含めまして７市、金額の大小はあるわ

けなんですが、法定外の繰り出しいうん

ですか、繰り入れいうんですか、これは

してるわけですね。

　そういう中で、実は２つのタイプがご

ざいまして、本市のように、いわゆる一

括繰り入れをしているのが、摂津市、茨

木市、池田市、この３つでございます。

それから、残りの、高槻市、吹田市、豊

中市、箕面市、これらの市については、
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それぞれ、先ほど山下委員がおっしゃい

ましたように、例えば、保険料の減免分

が幾らであるとか、それから、福祉医療

を実施しているために国庫負担金の交付

にペナルティーがかかっておりまして、

この減額分の補てんであるとかいう形で、

それぞれ使途目的を定めまして、その必

要な部分の繰り入れをするというやり方

と２通りございます。当然、担当の方と

しては、本市のこの繰り入れがどういう

状態になっているのかということで、そ

れなりに検討はいたしておりまして、現

在ご審議いただいています１６年度当初

予算についても、財源内訳としては、基

本的な考えは、北摂各市の繰り出し対象

になっているものについては、優先的に

それに財源を充てた状態で財源内訳を作

成いたしておりまして、その結果だけを

申し上げますと、そういう意味で申しま

すと、北摂４市、いわゆる財源内訳を定

めている４市の基準を満額到達して、な

おかつ、他市では繰り入れを行っていな

い部分についても繰り入れをしておると

いうことで、この北摂４市の中で、財源

の使途を定めて繰り入れしている中で、

１番繰入額が多いのは実は吹田市でござ

いますが、吹田市の基準よりも多いよう

な状態になっております。ただ、当然、

今後、市の財政が非常に厳しくなってく

るという状況もありますので、ただ単に、

繰入金をもっとふやしてほしいと、こう

いうことだけではなかなか難しい状態で

もございますので、そのあたりは、一定

頭に置いた中で、やはりこれは財政当局

とも議論をしていく必要があるというふ

うには考えております。

○野口委員長　葭中参事。

○葭中保健福祉部参事　高額医療費の状

況についてご説明をさせていただきます。

　この高額医療費につきましては、さら

に限度額をオーバーする部分を、一定、

我々の方から通知をしまして、手続に来

ていただくというような部分で、高額医

療費の支給をさせていただいているよう

な状況でございます。

　この関係につきましては、前の決算の

委員会でもご説明をしたと思いますが、

その部分で申し上げますと、去年の８月

３１日現在で、件数でみますと５０．５

％の償還をしておったというような状況

になっております。それで、今現在、２

月の状況で、ちょうど１４年２月からや

りまして、１年間のちょうどサイクル、

１２か月分の集計が今出ております。そ

れで、今、件数で６５．４４％というよ

うな償還の処理をさせていただいている

ような状況でございます。この制度につ

きましては、今言うように１年を経過し

まして、先ほどから申し上げております

ように、１５％程度も伸びてきておる状

況でございますので、これは、新たに高

額の適用になりましたら、我々の方から

ご案内を差し上げて、来ていただくとい

うような方法をとっておりますけども、

ある程度の月数が経過した分についても、

適宜、案内等をするようにも言うており

ますので、この分については、今後また

執行率が上昇していくというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　先ほどの一般会計の繰り入

れの明細といいますか、それは、やはり

今まではともかく、一般被保険者の保険

料軽減のためだという、この説明しかし

ておりませんから、先ほどおっしゃった

幾つかの、これもうかなり義務的ですよ、

こういうふうに決めたらね。そやけど、

決めたそういう方向を持って、市の姿勢

としてそういうことをやってきたんだか
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ら、政策的に。そりゃやっぱり市の一般

会計からの繰り入れやるべきだと。

　ほな、それだけでいいのかということ

を私は言ってるんじゃないんですよ。限

定してそれやないといかんということを

言ってるんではないんです。しかし、そ

ういうところは、これは、いわば義務的

というか、準義務的というか、法定内外

と言えば、比較的、内のね、これは摂津

市独自のという、国庫負担も府の負担も

補助もないけれども、しかし、市として

やってきたんだから、そういう姿勢は貫

く必要があるということを、まず１点言っ

ているわけで。

　もう１つの、一般被保険者に対する保

険料軽減のためにどうするかということ

についても、その上にやっぱりいろいろ

考えていかなきゃならんということであっ

て、そういうことを整理もしていく必要

あるし、整理して消していくということ

を言ってるんじゃないですよ。一般被保

険者の、事実それに使われている一般会

計の繰り入れはどうかということを確保

していかなあかんということを言ってる

わけでして。何か、これ、なくすために

というふうなことを言ってるんじゃない

んですよ。根拠はあるんだから、一般被

保険者の保険料軽減のためと。そういう

根拠もしっかり示しながらやっていくと

いうことが大事なんではないかというこ

となんでね。

　過去、どういう経緯であったかという

ことも、きょう今すぐとは言いませんけ

れども、後ほど、こういう経過で、その

内訳を言えばこうなるというようなこと

もいただければと思います。

　いろいろおっしゃいましたけれども、

結局は保険料を上げるということの前提

で事を進めるような、そういう体制になっ

ておりますので、そうではなくて、保険

料を引き下げるような方向で、あるいは

少なくとも引き上げないという立場に立っ

て運営をされるように、そういうことを

要望して、質問を終わります。

○野口委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　そうしたら、今、山下委員、

藤浦委員と、国保料の改定について質問

がありました。

　繰り入れのことで、国保会計のあるべ

き姿というのを私なりに考えとったわけ

ですけども、今、一般会計の経常収支比

率が１０８．９％ということで、大阪府

下ワースト２位、全国でもワースト２位

ということで、平成１９年ごろには赤字

再建団体になるかということで、それを

回避するために第３次行革ということで

やっております。

　この１０８．９の中で、中身を見ます

と、公債費、繰出金、人件費というこの

３つが大阪平均よりも悪いということで

あります。

　特に繰出金ですね、繰出金の比率を見

ますと、これは大阪府下でも１位の繰出

金の比率ということであります。その繰

出金の中身を見ますと、１６年度予算で

は４２億ということで、１５年度から１

０億少なくしておりますけども、その１

０億は、下水道の方で苦労して今削減し

ようということで、隣の部屋で今必死に

議論していると思いますけども、いざ、

こういう民生、国保あるいは老人、介護

というところで見ますと前年並みという

ことであります。合わせて１６億ですか

ね、この委員会に関係する繰出金は。国

保については８億４，７５０万円という

ことであります。その中で、基準外と言

われる繰り出しが２億７，６３９万１，

０００円ということで、ずっと３億２，

０００万円で来ておった数字が、ここで
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５，０００万円減ったかなという気はし

ますけども、しかし、国保会計発足以来、

ずっとこの繰り出しが続いておるという

ことであります。

　親と子の関係に例えますと、親がもう

台所が火の車で非常に厳しいときに、子

どもがまだ金くれ、金くれと。まだ成長

途上の子どもであれば親も支援してあげ

ますけども、この国民健康保険は、でき

上がってもう大人の会計なんですよ、本

来は。習熟し切った会計システムなんで

す。そこが、下水道であれば、これから

まだまだ子どもということで、親が仕送

りするという部分もありますけれども、

この国保については成熟し切った大人で

あって、もう収支バランスはその会計で

とるべきであるというふうに思うんです

よ。このことが何十年も続いてきたとい

うことは、一体皆さん何しとったんかと

いうことなんですよ。ですから、私は、

この国保会計というもののあるべき姿が

どういうものなのかなと、ちょっとまじ

めに考えてほしいというのがあるんです

よ。

　介護保険も新しくスタートしてます。

介護保険は基金を積んで、そこで収支バ

ランスが狂ったらそこから補てんすると

いう仕組みになってますよね。この国保

についてもそういう基金をつくって、不

測の事態、例えば、今回、鳥インフルエ

ンザとか発生してますけど、風邪が大流

行して病人が大勢発生したという場合に

は、そりゃそういうときには一般会計か

ら一時的に支援するとか、それはあり得

るかもしれません。しかし、そういった

ときでも、そういう基金のところから出

すということが、本来はあるべき会計の

仕組みではないかなというふうに思うん

ですよ。そこがないから、そこをきっち

り持っておかないと、いつまでも親のす

ねかじりのような状態です。それをきっ

ちり切り離して、やっぱり国保会計は１

人立ちしろということにしないと、いつ

までも不安定な議論を費やすわけですよ。

そのあるべき姿をきっちりだれかが持た

ないと、それに向かって進んでいくとい

うことも必要ではないかなと。

　ですから、そこの考え方をどう考えて

おるのかということをひとつお答え願い

たい。

　それと、繰出金のこと、今までるる議

論してきました。

　繰入金を調べてみますと、基準外繰り

出し、保険料率ですね、これ大阪府下の

各市の保険料率です。先般の１２月の本

会議でも私言いましたけども、所得割の

率、これは大阪府下で２番目に低いと。

赤いのはこれ繰出金です。縦の方が法定

外繰り出しをグラフ化したものです。こ

の折れ線が保険料率です。これ同じ方式

が２７市あって、保険料率が１番低いの

が茨木市で、次が摂津市。７．２６でし

たかね。繰出金の１番法定外が多いのが

茨木市で、次が摂津市です。保険料率が

高くなってくると、繰出金がほとんどな

いんですけども、この平均が９．２なん

ですよね、今。だから、所得割の保険料

率の平均が９．２。だから、これがもし

広域行政になって、大阪府下で国民健康

保険は一括してやりますということになっ

たら、いきなり９．２になるという格好

になるんですよ。７．２から９．２、す

ごいアップですよね。だから、市民にとっ

てはそのことが非常にショックでしょう

し、ましてや、この法定外の繰り入れ、

３億２，０００万円、ほかは２億７，０

００万円ですけども、これ赤字再建団体

であれば、これすぐなくなる話ですよね。

これも、だから、赤字再建団体であれば

いきなり保険料率もがんと上がると。今
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まで議員は何しとったんですかという話

が当然出てきましょうし、行政としても、

この国保会計を、なぜそういった運用を

したんですかということも言えるんでは

ないかなということで、ここの考え方を

ひとつお願いします。

　それと、今、国保運営協議会のお話あ

りましたけど、これ１５年の３月２７日

に答申を受けて、こっちから諮問して向

こうから答申返ってきましたよね。その

答申に、料率は、答申が、１，０００分

の７６か７２．６にとめられたいという

ことであったんですけども、第２項に、

「国民健康保険は、市民が健康で文化的

な生活を営む上で、安定的かつ健全な運

営が図られなければならない。そのため

には、適用の適正化や保険料収納対策な

ど、保険者のなお一層の努力を期待する

ところである。特に、保険料の算定に当

たっては、適正賦課の原点から、国民健

康保険条例に基づき、毎年度、保険料率

の調整を行われたい。すなわち、保険料

の算定は、国民健康保険条例の賦課額に

対する割合が基本であること。また、こ

れにより算出されるそれぞれの料率に基

づく賦課は保険者に任されている範疇で

ある」という答申が返ってきとるんです。

　この答申が返ってきて、これを受けて、

どう考えておられるのかなということも

含めて、答弁を願いたいと思います。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　ご質問は、大き

く分けて、繰入金を含めて国保特会がど

うあるべきなのかということと、運営協

議会の答申をどう考えているのかと、こ

の２点に大きく集約されるかと思うんで

すが。

　まず、１点目、１つは、国民健康保険

というのが特別会計になっている。これ

は、要は、国民健康保険法で、この国保

の運営をすべての市町村に、保険者にな

ることを義務づけしたのと同時に、特別

会計で行うということが国民健康保険法

で義務づけられているわけですね。この

特別会計というような中で、これは基本

としては、その会計で収支をとるという

前提で特別会計というようなことになっ

ておるわけですから、国民健康保険法で

想定している一般会計から特別会計への

繰り出しについては、国保の運営に係る

人件費であるとか事務費部分、それと、

国の軽減制度に伴う基盤安定繰入金、そ

れから、地方交付税に算定されている部

分、これら以外のことは、法としては想

定していないと。

　ただし、全国の市町村の中では、例え

ば、市民に対する一般的な保険事業、こ

れを国保の会計で行っているというよう

な自治体も多いわけですから、そういう

部分については、そういう費用が必要な

部分については、繰出金を出して賄って

いくということで、それは、一般会計か

ら繰り出しをすることについては違法で

はないわけですが、もともと保険料を抑

制するために繰出金を出すというような

ことが想定されておるような仕組みでは

ないわけです。ただ、現実に、国保に加

入されている方々、その多くが、本市の

場合でも、約４割近くを無職者が占めて

おりますし、そういう中で、保険料の負

担感が大変厳しいという状態もあるわけ

ですが、私は、一般会計から国保への繰

り出しという部分については、今のよう

に一般会計の財政が厳しくなってくると、

これまで以上にやはり精査はしていかざ

るを得ない部分の１つかなと。ただ、そ

のときには、やはり１つは、原点に立ち

返ってこれは考えていかんことには、私、

国保年金課長ですから国保のことさえよ

ければということではなかなか相務まら
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ん部分もございますし、そういう中で、

やはり１つは、国保への繰り出しがなけ

れば、本市の保険料がどうなるのか、と

いうことが１つの基準になると思うんで

す。

　というのは、摂津市の国保の被保険者

についても、摂津市の国保証をお持ちに

なれば、日本全国津々浦々の病院で、例

えば、茨木市の国保の方も吹田市の国保

の方も全く同じように医療の給付が受け

られるわけですね。そういう中で、私ど

も摂津市の国保の保険料について、例え

ば近隣各市と比較して、相対的に高いの

か低いのか。１つは、近隣各市よりも高

いというようなことであれば、税を投入

してでも、やはり摂津市の保険料率を近

隣並みに抑えるという、これは１つのウィー

クポイントにはなるかと思うんですが、

そういう部分も踏まえた中で、やはりこ

れは、財政当局とも議論をしていかなあ

かんことやなと。要は、一般会計から繰

り出しを受けることによって、保険料率

をずっと抑え、現行、上村委員がおっしゃっ

たように、本市の保険料率、ほぼ大阪府

下、下から何番目という位置にあるとい

うことも踏まえた中で、これは議論をし

ていかなあかん問題やなというふうには

考えております。

　それから、保険料の料率については、

いわゆる１６年度、北摂７市の状態がど

うなるのかという部分については、私ど

も調査をいたしております。

　そういう中で、実は、吹田市であると

か池田市であるとか、それから高槻市、

値上げという話は聞こえておらないと思

いますが、保険料率を変えていくと。な

いしは、その他の市についても、保険料

率の改定ということが既に決まっており

ます。これは、なぜそういう中で、摂津

市は今こういうような議論をしているの

かということになるわけですが、実は、

本市も、国民健康保険条例の中で、保険

料率の決め方が明文化されております。

ある意味で申しますと、保険給付費等の

歳出、これから、国、府の負担金等を除

いた残りが保険料の総額であると。この

保険料の総額の５５％については、被保

険者の所得割で、残り４５％のうち、３

３％は被保険者の人数割で、１２％は世

帯割でという形で決まっております。で

すから、ある意味で申しますと、当初予

算が編成された段階で、要は保険料の総

額が決まりますし、あとは、前年の所得

が確定した段階で保険料率も自動的に決

まってくると、こういう市の条例になっ

ておりまして、昨年、この国民健康保険

の運営協議会からのご答申は、そういう

市の条例も念頭に置いた中で、これは運

営協議会に諮るべき事項と違うと。条例

に基づいて計算をして、条例上は、決まっ

た段階で市長が告示をすると、こういう

形になっておるわけですから、条例どお

りに業務を進めてくださいと、こういう

ご指摘でもございますので、これについ

ては、この間、若干条例とは離れた形で、

条例によらない形で料率設定するという

ことで、運営協議会に諮ってきたという

ことでもございますので、そのあたり、

一連の経緯もございますから、一定、経

緯を見ながら、本来の条例適用、この条

例適用というのは、先ほど冒頭で申し上

げましたように、既に保険料率が決まっ

ている、ないしは、本年の本算定の段階

で自動的に変わるという市がほとんどで

ございますから、ほぼ近隣各市並みに、

本市の条例どおりの保険料率設定に近づ

けていけるように、これは努力はしてい

きたいというふうに考えております。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　２回目の質問ということで。
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　このグラフで、これ各所得割による保

険料をグラフ化したものです。この赤い

のが摂津市なんですね。下から２番目と

いうことで、下の方になってます。これ

が、摂津市の経常収支が８５であるとい

うことなら、これ許せるんですよ、何も

問題ないんです。経常収支が１０８．９

でありながら、大阪府下でワースト２位

でしょ。片や保険料率は大阪府下で２番

目に安いということは、ほかの市から見

たら、摂津は何をやってんだというのは

ね、これはもうありありなんですよね。

そういったことがまかり通るということ

は、これは摂津の議員等々皆さん含めて

ね、何してんのかなと。

　経常収支が１００％を超えた平成８年、

本来はここのときに見直しして、この繰

出金というものにメスを入れておけば、

今の経常収支１０８にもいかないんです

よね。だから、トータルすれば、もう３

０億ぐらいの金をつぎ込んでるわけです

よ、ここに。

　これが、摂津市民全員が加入している

ということであればいいんですけども、

これは３７％ですよね、人口割でいくと。

あとの６３％の方はこの恩恵にあずかっ

てないんですよね。この３７％の方のた

めに３億２，０００万円と。その金額が

１万３，００９円ということで、これだ

け補てんしてるわけですよ、皆さんに対

して。そういったことが、ずっとこれか

らも続いていけるのかなというのが、こ

れはもう当然、平成１９年には難しい状

況になるのは見え切ってるわけですよね。

　そういうことを、佐藤参事の方からは、

そんななかなか繰出金を入れませんとい

うことは言えない立場でもあるでしょう

し。親の立場である助役の方からは、全

体の財政という物の見方からすると、こ

の繰出金についての考え方のある程度の

方向性を示してもらわないと、我々とし

ても市民に説明ができない。

　先ほど、国保運営協議会の答申のよう

に、これは国民健康保険条例に基づいて

決められた料率で粛々とやりなさいとい

うことですよね。そこに政治的判断を余

り入れずに、福祉ということであれば、

福祉は別で福祉の部門でやったらいいん

ですよ。だから、そこのところを、きっ

ちり会計は会計、どんぶり勘定余りせず

に、何でもかんでもどんぶり勘定するか

らおかしくなるんであって、国保会計は

国保会計でしっかりと条例に基づいて、

条例の中にも減免制度あるんで、そこの

ところはきっちりしなさいと。しかし、

そこにお金を財政投入して、政治力を働

かせてということはやめなさいというこ

となんですよね。

　ですから、一般会計の経常収支比率１

０８．９ということの改善策として、今、

下水道では、１０億円を削減するという

ことのいろいろな方策を練ってます。こ

こはもう判断で決まる話なんで、これは

国保運営協議会どうのこうのということ

ではなくて、これはもう市長、助役の判

断で決まる話なんですよね。

　そういったことをよくよく考えていた

だいてしていただきたいというふうに考

えてます。

　最後にもう１つだけ。要は、国民健康

保険条例に基づいて粛々と計算した数値

は、所得割は幾らになるのかなと。要は、

繰出金を除いた場合の保険料率というの

が出るのであれば、その数字を教えてい

ただきたいということと、助役の方から、

この繰出金というものについての考え方

を、一言答弁願います。

○野口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　いわゆる法定外

繰り出しがゼロになったときにどうなる
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のかという部分については、１４年中の

所得をもとに、昨年の１１月現在の国保

加入者の状態で算定いたしますと、所得

割料率が約９．５ぐらいになります。た

だし、これが現実になりますと、当然、

本年の保険料については、本年４月１日

現在の国保加入者の人数であるとか世帯

数であるとか、前年所得というふうなこ

とで決まっていくというような仕組みに

なっていますから、若干の増減はあろう

かと思うんですが、９．５ぐらいの数値

になろうかというふうに思います。

○野口委員長　小野助役。

○小野助役　国保の状況につきましては、

先ほどから、佐藤参事なり東角参事が言っ

ているとおりでございますが、確かに、

平成１４年度決算で見ました場合に、今

ご議論いただいておりますように、法定

外繰入金が１万３，００９円という状況

であり、北摂の中でも、また大阪市を除

いても、茨木市、摂津市が１位、２位を

争っているという現状が生じております。

また、堺市なり門真市なり守口市なりが、

法定外繰り入れはゼロ円であるという状

況も承知をいしたしております。

　それで、今後の１つの考え方でござい

ますが、これは議会とも十分議論をさせ

てもらわなければならないのですが、も

う少し全体で私今考えていることを、ちょっ

と今議論聞かせてもらってまして申し上

げたいと思います。

　私自身は、財政の今後の再建健全化に

ついては２つの面があるというふうに見

ております。

　それが、今ご議論願っております、１

つは、経常収支比率の側面から、いかに

１００への取り組みをするかということ

でございます。これ１００にするために

は、私どもの経常一般財源、例えば１９

０億で見ておりますので、大体１７億円

程度が必要でございまして、１７億円の

歳入を図るか、１００にするために。１

７億円の義務的経費を切るか。この２つ

に１つだというふうに見ております。

　それで、この中で、１７億円というの

は、ちょうど他力再生といいますか、税

収が１８５億まで改善すれば、これ大体、

平成十二、三年度の税収であります。自

力再生を求めるにつきましては、平成１

６年に入ればすぐさまやるつもりでござ

います。それは、１つは、予算の経常経

費、いわゆる査定外の枠配分ももう一度

見直しをしようというふうに思っており

ます。

　それで、２つ目には、事業の縮減・廃

止の問題をもう一度やらざるを得ないと。

　３つ目には、受益とコストの問題があ

ります。

　それから、４つ目に人件費。より一層

の定員、給与水準のあり方問題、これも

議論しなければならない。そこにもう１

つありますのが繰出金でございます。こ

の繰出金というのは、確かに今、上村委

員おっしゃっているように経常収支比率

が１００以下であるならば、この議論と

いうのは非常にたやすいのですが、１０

８．９まで上ったこの状況の中で、この

繰出金をどう考えるかと。ただ、一方で

は、やはり市民負担等を求めることにな

ります。これもやはり慎重にやらなきゃ

ならない。そして、この繰出金の関係か

らいきましても、これ下水もございます

し、いろいろな会計問題がございます。

それで、私ども、まず内部でできる、市

民に負担をかけない部分を、どこまでも

う一度議論ができるかということを、助

役指示として１６年度やりたいと思って

います。

　それで、もう１つの考え方は、いつも

お示しされていますように、ならば、平
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成２３年までで、大体赤字額が１３９億

というふうに見ますので、何もしないで

１３９億積み上がるというふうに見てお

ります。これは、平成１５年８月に提示

いたしました、平成１８年までが７７億、

それから、１４年７月にお示ししました

ときには、いわゆる団塊世代退職により

まして、１９年から２３年度までが大体

６２億ということでございますから、こ

の１３９億でございます。この１３９億

の解消方策は基金活用であり、公有地の

売却・賃貸であり、人件費であると。公

債費は借換債、今回の平準化債も１つで

ございますが、そういった形があります。

ただ、これは根本治療ではございません。

これが仮にゼロになったところで、基本

的には構造上は１０８．９は何も変わっ

てない。ここの根本治療をしない限り、

土地を売れば、これで来年度はもう入が

ない。

　したがいまして、その中の大きな中身

として、その繰出金のあり方は、これは

もう一度、佐藤参事も申し上げておりま

すように、嫌な議論かもわかりませんが、

もう一度この議論はやらせていただくつ

もりでございます。

　もう１つは、総務部長が持っておりま

す枠配部分でございます。これは、私ど

もの査定に入ってきません。もう経常経

費として枠配がされております。

　その中に、本会議で答弁申し上げまし

た事務事業の見直し、これはもう一度や

る必要があるというふうに思っています。

その中で、繰出金問題も大きな論点でご

ざいますので、これは十分、私どもの考

え方をもって、いきなりやるということ

ではなくて、十分、一遍議会と議論させ

ていただきたいと。

　いずれにいたしましても、１０８．９

は１００に持っていく努力をしない限り、

摂津市のあすはなかなか厳しいと。議会

がお示しされている１３９億だけの問題

だけではない。これは１０８．９の問題

であるというふうに私ども思っておりま

して、この２つの側面から取り組みをし、

その中に繰出金問題も十分、佐藤参事な

り東角参事が言いました中身も議論に入

れながら、市としての考え方をお示しを

させていただきたいなと、そういうふう

に考えております。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　午前中、敬老金の廃止とい

うことで、市民の痛みという部分にご協

力願うための条例改定だったということ

であります。

　今回、国保について、今いろいろ議論

しましたけども、やはりそういったこと

を、市民に協力をしていただきながら進

めるという中で、私の言った意見も十分

尊重していただいて、議論していただき

たいというふうに思っています。

　そのことが、国保会計だけじゃなく、

今助役おっしゃっいましたように、摂津

の未来ということにもかかってきますの

で、私、民生常任委員で３年目になりま

すけども、この国保会計を見て、このあ

るべき姿を、やはり国保会計のあるべき

姿というのを追求していかないと、いつ

までも今のままでいいとは限らないので、

やっぱりそのことも十分議論していただ

きながら、今後の行く末を、方向を定め

ていただきたいなと強く要望しておきま

すので、よろしくお願いいたします。

○野口委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時５４分　休憩）

（午後３時２５分　再開）

○野口委員長　それでは再開します。
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　議案第８号及び議案第１４号の審査を

行います。この２件については補足説明

を省略し、質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　まず、介護認定の推移とい

うことですけども、予算書で言いますと、

１７ページ、款１、総務費、項３、介護

認定審査会費ということになると思いま

すけども、毎年、毎年、この介護認定者

がどんどんふえていると思いますけども、

どのように推移をしているのかというこ

とで、これ等級ごとにどうなってきてい

るかという、要支援、要介護１、２、３、

４、５と、１６年度の予測とあわせてご

答弁ください。

　それから、居宅介護の実態ということ

で、予算書で言いますと、１９ページ、

款２、保険給付費、項１、介護サービス

等諸費ということになると思いますけど

も、全体的な方針として、介護保険とし

ては、施設介護から居宅介護へ重点を置

いていくという方針に転換をされてきて

いるというふうに認識をしておりますけ

れども、この居宅介護、これまでの推移、

実態をちょっと分析、我が市の実態を分

析していただいて、ご答弁お願いしたい

と思います。

　それから、次に、グループホームのこ

とでございます。

　同じく予算書１９ページ、款２、保険

給付費、項１、介護サービス等諸費にな

ると思いますが、施設介護に関連をいた

しまして、昨年１０月の決算の委員会の

ときにも質問いたしました。千里丘東一

丁目のところにできましたグループホー

ムのゆうとぴ庵摂津・千里丘、このとき

も、入居状況とか、それから、入居され

た方の住民票の問題等について質問いた

しましたけども、その後しばらく時間が

経過をいたしましたけども、この辺の状

況をつかんでおられるところを教えてい

ただきたいと思います。

　それから、このときもありました国の

方の方針が、これは前住所地負担ではな

いと。住所地負担になっているのだとい

うことが１つの大きな問題になってます

が、これは要望していくという話でした

ね、国の方へ。これについて全体的な動

き、国の動きも含めてですけど、何か動

きがあったかどうかということを教えて

ください。

　それから、ほかに、前回も聞いたとき

には、実はもう１件そのような案件の問

い合わせがあったと、こういうようなこ

ともございましたけども、同一のこういっ

たタイプのグループホームについての問

い合わせ等があったのか、なかったのか、

その辺の実情もお願いします。

　それから、特別養護老人ホームの待機

者についてということなんですが、この

４月より、とりかい白鷺園が７０床増床

ということでオープンいたします。昨日、

その開所式があったわけですけども、こ

れまで、かなりの数の方が市内に待機を

されていると。昨年の４月から待機の考

え方も変わって、必要度の高い人から優

先がつくと、こういうふうになりました

ね。それでも、まだかなりの方は待機を

されている状態でしたけども、この辺の

絡み、新しくオープンした絡みとかで、

待機者推移がどのようになっているのか、

つかんでらっしゃる範囲で結構ですので、

ご答弁お願いします。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　資料がない部分

がちょっとございますので、私の方から

先にお答えができるものから、順次お答

えをさせていただきたいと思います。

　まず、特養の待機者でございますけれ

ど、現在、１５９人の方の待機がござい

－�46�－



ます。

　内訳といたしまして、せっつ桜苑が９

８人、それからとりかい白鷺園が９１人、

いやし園が７４人、合計２６３人の申し

込みがございますけれど、この中で、重

複をして申し込みをしておられますので、

総実人数で言いますと１５９人というこ

とに相なってございます。

　それから、その申し込みをされたとき

の状況でございますけれど、去年の４月

から、大阪府の方で、介護の必要度の高

い人から入っていただこうということで、

大阪府と市町村で共同して入所選考指針

をつくって、昨年の４月からその運用を

いたしております。

　その中で、今までの申し込みについて

はリセットするということで、再入所申

し込みをいただいております。それから、

それ以外に新規に申し込みをいただいた

ということで、再入所が８８人、それか

ら、新規の方が７１人ということで、１

５９人の申し込みがございます。これに

つきましては、入所選考指針の運用がさ

れるまでは２３０人の待機がございまし

た。これにつきましては、制度開始の当

初は申し込み順ということになってござ

いましたんで、何年先になるかわからな

いということで、先に申し込みをしてお

こうということがあって、待機者がふえ

続けていったという経過がございます。

その後、４月になってリセットをさせて

いただいたときの申し込みは９７人とい

うことで、その後、１５９人ということ

で、これまた入所の待機者がふえている

という状況でございます。

　これにつきましては、きのう、竣工式

に呼ばれたんですけれど、とりかい白鷺

園の方で、この１５９人の方々の中から

５５人の方々が白鷺園の方に、今のとこ

ろ入れるめどがついておるということで

ございます。

　それから、１７年に第二中学校の西側

に、新たに７０床の特養ができますので、

これによりまして、介護度の重い方、入

所が必要な方については一定解消できる

んではないかというふうに考えてござい

ます。

　それから、続きまして、グループホー

ムでございますけれど、千里丘東一丁目

の方に、ゆうとぴ庵摂津・千里丘という

グループホームが、３ユニット、２７人

分が、昨年の８月の８日に開所されて、

その後、しばらくの間は入所者がないと

いう状況があったんですけれど、現在に

つきましては１１人の方が入所をしてお

られるということで、その内訳としまし

ては、市内の方が３人、市外の方が８人

ということになってございます。

　ここで、昨年の民生常任委員協議会の

中でもご答弁をさせていただいたんです

けれど、グループホームというのは在宅

サービスの１つということで、住所地特

例が認められないということで、仮に、

摂津市外の８人の方が摂津市に住民票を

移されたら、摂津市がその係る介護の給

付の負担金を負担するということで、介

護財政に圧迫をするということで、国の

方に、要するに、そういうふうな住所地

特例をグループホームについても適用さ

れるよう、また、府の方にも要望いたし

ております。

　この状況につきましては、今、国の方

では、１７年の制度改正に向けていろい

ろな保険料の負担のあり方、居宅介護サー

ビスのあり方とか、いろいろなことを介

護保険部会の方で議論をいただいており

ます。この議論の中で、ある程度、住所

地特例が適用されるのか、されないのか

というとこら辺については出てくるんで

はないかというふうに考えてございます。
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　それから、居宅介護の実態ということ

で、現在、摂津市の方では、１月の時点

で、１，０７３人の方々の居宅サービス

の、いろいろな訪問介護とか訪問入浴介

護でありますとか、訪問リハとかいろい

ろなサービスがあるんですけれど、１，

０７３人の方が居宅のサービスを受けて

おられます。

　一方、施設の方は、介護保険施設とし

て特養、老健施設、介護療養型というこ

とで、２４９人の方々が施設サービスを

利用なさっておられます。この流れは、

摂津市の方では、当然、施設整備が進め

ば、施設の利用者がふえるんですけれど、

これは、この介護保険制度が１２年に始

まって以後、今日まで、新たな施設がで

きなかったということで、この施設のサー

ビスの利用者というのは、ある意味で施

設が満床ということでございまして、最

初から現在に至るまで、それほどサービ

スの受給者は結果としてふえなかったと。

　一方、居宅の方につきましては、施設

の方で受け入れることができないという

ことで、最初６００何人でしたかな、の

サービスから、毎年ふえ続けて、現在は

１，０７３人の利用があるという状況に

なってございます。

　それから、介護認定の推移でございま

すけれど、介護認定につきましては、平

成１２年度に１，１００人、それから、

第１期の３年目が１，５７３人というこ

とで、順次、増加をいたしております。

初年度につきましては、介護保険制度が

知られていないということもありまして、

ちょっと若干少なかったんですけれど、

１３年度、１４年度については順調にふ

えております。現在に至っては、計画値

を大幅に超える１，８００人弱の要介護

認定者がある状況でございます。

　それから、介護の認定の度合いによる

ウエートなんですけれど、１２年、１３

年の例で申し上げますと、１２年、１３

年、要支援の方が９．１％から９．２％

に増加をいたしております。要介護１の

方については、３４．７％から３６．９

％に増加をいたしております。要介護２

の方につきましては、２１．１％から２

０．９％、要介護３の方につきましては、

１４．２％から１２．２％、それから、

要介護４の方については、１１．１％か

ら１２％、要介護５の方については、９．

８％から８．７％とちょっと若干下がっ

てございますけれど、こういうふうな状

況で、現在におきましては、これは昨年

の１０月の時点での認定者でございます

けれど、これが、要支援が１４．６％に

ふえております。それから、要介護１が

３７．４％、要介護２が１５．７％、要

介護３が１１．８％、要介護４が１０．

１％、要介護５が１０．４％ということ

で、１０月時点では１，７１８人でござ

います。１２月の時点で１，７６４人の

認定者があるという状況でございます。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　２回目の質問をさせていた

だきます。

　最初に、要介護認定の推移については

爆発というんですかね、非常に多くなっ

てきているというのは聞いております。

ただいまも言っていただいたところです

けど、やっぱり要支援、それから要介護

１、要介護２あたりが伸びているという

か多いというか、全体的には比率が多い

んだろうと思うわけですけども。

　実は、国の方では、この１月の８日、

厚生労働省では介護制度改革本部という

のを立ち上げられまして、介護保険制度

の抜本的な見直しの作業をスタートさせ

たということでございます。その中で、

大きな焦点となっているのは介護予防と
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いう考え方なんですね。２００１年の国

民生活基礎調査というものから、要介護

度のデータを分析したところ、２０００

年に要支援者であった高齢者のうち、２

００１年に要介護度の認定が悪くなって、

重度化したという者が、実にその割合が

３４％に上ったということで、現行の要

支援者に対するいろいろな措置、予防措

置とかいろいろな部分が、結局、必ずし

も要介護度の改善にはつながっていない

と。だんだん時を追えば、悪化していっ

ているというのが判明をしたということ

でございます。数字的には、やっぱり全

国的にも物すごい数が伸びていっていま

して、そうした中で、介護予防に非常に

効果を上げているというふうな手法とし

まして、パワーリハビリというのがある

んですけども、これは、高齢者向けのト

レーニングマシーンを使いまして、心身

の機能を回復させるものなんですが、こ

こ２、３年では、全国の自治体でもかな

りこういった考え方を実施しているとこ

ろがありまして、急速に広まっておりま

す。全国では１７５自治体で、４００近

くの施設でこういったパワーリハビリと

いうものを導入されまして、厚生労働省

も、２００３年からは、このパワーリハ

ビリというものを介護保険事業の一環と

して、高齢者筋力向上トレーニング事業

というふうな部分での命名で、国が半分

費用を負担すると、こういったことも始

めております。

　具体的に、東京世田谷区なんかでは、

こういうものをある特養に委託をしてやっ

ているわけですけれども、実験的にいろ

いろ３か月をかけてやった中で、トレー

ニングをやっていただくんですね。そし

て、足とか腕とか胴体とか、筋肉が衰え

ているところを全身にバランスよく鍛え

ていくと、こういうふうなやり方です。

　例えば、２００３年度に、５月から７

月まで、１６人の人にこのことをやって

もらったと。その人の中で、これは要支

援から介護度４までの人、バラエティー

があるわけですけども、その方たちにやっ

てもらって、そして、全体的には、１６

人中１４人が要介護度を改善した、よく

なったと。２やった人が１になったとか、

要支援はもうなしになったとかいう方で、

そのうち、多分要支援の方が多かったん

だろうと思いますが、６人の方はもう該

当が外れたということで、こういったこ

とも、実際に自治体では取り組んでいる

のもあります。

　やっぱり介護してもらうよりも、自分

で何でもできて、元気に生活をするとい

う方が、よりやっぱり価値的というか、

本人にとっても楽しいというふうに思い

ますし、市の介護保険財政的にもええと

思うんですね。余りそういった考え方が

今までにはなかった。例えば、リハビリ

体操なんかでも、脳卒中の防止で指先を

動かしたりとか、いろいろなこともあっ

たわけですけども、今後、やっぱりこう

いった予防介護という、介護予防という

中では機能回復というんですかね、そう

いうことを実際にやっていっているとこ

ろも先進市ではありますし、一遍この辺

のことについて、情報もいろいろお持ち

だと思うんですが、本市としての展望の

中で、今後、どのように考えていらっしゃ

るのか、お考えをお聞きしたいと思いま

す。

　それから、居宅介護の実態について、

これはわかりました。これは結構でござ

います。

　それから、グループホームの問題で、

先ほどちょっと１点漏れておりました。

他の案件ですね、前回はもう１件何かそ

ういう問い合わせがありましたと、こう
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いうことでございましたけども、今まで

の間で、やっぱりこれはちょっとできる

と、介護保険にまた負担がかかってくる

ということもございます。

　それから、これはちょっとプライバシー

になるかもしれませんが、市外の８人の

方が今入られていると。これ住民票を、

前は移さないでほしいということを施設

にお願いをしてますと、こういう話でし

たが、実態はどのようになっているのか、

答弁ができるのであれば教えてください。

　それから、特養の関連、待機者の問題

で詳しく述べていただきました。かなり

計画に沿って、とりかい白鷺園のオープ

ン、また、来年度、新しい特養のオープ

ンに向けて開所はされるだろうというこ

とでございますけど、その期間の中で、

恐らくまた１５９人が、来年になるとま

たこれ数字が多分変わっているだろうと

思うんですね。その辺の計画性に難しさ

もあると思いますけど、やっぱりこれは、

全体的にバランスをしっかりと考えなが

ら、せっつ高齢者かかやきプランの中で

は計画を立てていただいていると思いま

すけど、これはしっかり取り組んでいた

だきたいということで、これは要望して

おきます。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　要支援、それか

ら要介護の方が非常に多くなっていると

いうことで、介護財政にも非常な圧迫を

与えているという事実がございます。

　介護保険制度の中で、要支援並びに要

介護１の方は自立を目指すということで、

訪問リハとかリハビリテーションサービ

スを使っていただいて介護度を下げると。

それで自立していただくというのがねら

いなんですけれど、実際のところ、要支

援の方が、仮に家事援助ということで、

昼間の時間帯におかずをつくってもらう、

食事をヘルパーにつくってもらうという

ことになりますと、今まで介護保険制度

前には、自分で、家族で何とかやってい

ただいておったんが、サービス提供を受

けることによって依存をするということ

で、これは、国の厚生労働省の老健局長

が言っておることなんですけれど、そう

した介護度の軽い方については、介護保

険制度が体を悪くしているのではないか

というふうなご意見を、せんだっての審

議会の中でもおっしゃっておられるよう

です。

　実際に、そうした状況があるようでご

ざいます。やはり、例えば、今まででし

たら、家族の方がいろいろな形で介護を

されておられたんですけれど、デイサー

ビスに行って、１日楽しく過ごしていた

だくということになりますと、家族の負

担感が非常に減少するということで、要

支援、要介護１の利用者が、ある意味で

多くなるという傾向が、これは本市だけ

でなしに全国的にあるところでございま

す。

　その中で、介護予防ということが非常

に重要になってくるわけなんですけれど、

従前は、介護予防と申しますと、要介護

認定を受けられない方を対象に、健康な

体づくりをしてもらうということだった

んですけれど、こう、要支援、要介護１

の方がふえますと、従来の考え方を改め

て、介護認定を受けた方々も対象にして、

今委員おっしゃっていただいているよう

な筋力トレーニングと、そういったこと

が必要ではないかということが今議論を

されていますし、実際にそうしたトレー

ニング機器を購入して、一般施策の中で

そういうふうな講座、教室をして、介護

度を下げるような取り組みをされている

自治体が年々多くなっているという状況

でございまして、本市についても、そう
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した機能訓練については、保健センター

で、いろいろなリハビリテーションをやっ

ていただいておるんですけれど、こうし

たパワーリハビリテーションの機器を導

入する中で、そういうふうな介護予防を

やっていきたいなというふうには思って

おるんですけれど、何分、これにつきま

しても、相当の機材の購入費がかかるよ

うでございます。

　また、もう１つは、このパワーリハビ

リをされる方が、ある意味で限られた方、

本当に必要な方がそのパワーリハビリに

行けない、例えば保健センターへ行けな

いというような事情の方については、ほ

かの方策を講ずる必要があるんではない

かということで、これについては、現行

も自立認定審査の中で非該当というふう

に判定された方については、介護保険課

から健康推進課の方にお名前と住所等を

ご連絡して、こういった機能訓練を受け

ませんかというふうなお誘いをさせてい

ただいております。

　こうした機能については、保健センター

に行っていただいてやっていただくとい

うことで、参加者がなかなか上昇してい

かないという状況もございますので、今

後については、そういった方々並びに入

院をされて、退院をされた方、こういっ

た方々に対して、訪問して、機能動作訓

練というんですか、そうしたことができ

るよう、健康推進課並びに保健センター

と連携をしながら、そのような事業を展

開してまいりたいというふうに考えてお

ります。

　それから、グループホームの問い合わ

せの状況でございますけれど、協議会の

時点では１社あるということだったんで

すけれど、その後の問い合わせについて

は、メモをするのが大変なぐらい、言う

たら、毎日のように、毎週のようにある

ということで、非常に多くある状況でご

ざいます。

　ただし、これについては、具体的に事

業計画を示しての問い合わせでなしに、

摂津市でグループホームの開設が可能で

すか、市としての考え方をお聞きしたい

というのが大半でございます。具体的に

計画を示されたのは、協議会のときに答

弁をさせていただいた１社のみでござい

ます。

　それから、市外から８人の方にご利用

いただいておりますけれど、現在、この

８人の方については、住民票は、摂津市

でなくほかの市町村に置いていただいて

おります。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　今ご答弁いただきました、

先にグループホームの件からいきます。

　これ、具体的なものは１件ですが、ほ

かには問い合わせはもうたくさんあると

いうことですけどね、これどういうふう

にその人に答えてはるのか、ちょっとご

答弁お願いしたいと思います。

　それから、住所地の問題ですけどね、

これは、今のところ守っていただいてい

るということですが、これは、でも本人

には束縛はでけへんですよね、こういう

ことはね。現実には、持ってこられても、

これは何とも言えないわけですよね。だ

から、その辺も含めて今後の考え方、こ

の手のグループホームのね。それから、

今言うてる、問い合わせがあったときの

返答、どういうふうにされているのかも

ちょっと教えてください。

　それから、先ほどの介護予防のお話で、

情報的にはいろいろお調べになっていて、

よくご存じだと思うんですね。ただ、今

の摂津市の現状では、要支援、介護度１、

この辺の軽度な方については、そういっ

た機能回復のリハビリも必要だけれども、
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現実にはなかなかできてないと、こうい

う話ですね。介護度の認定出して、あか

んかった人は、保健センターと連絡とっ

て、その人に誘ってもらうと、そういう

話ですけども、そういう問題点もあって、

わかってらっしゃって、しかも、それも、

何かの形で機能回復をすれば戻っていく

可能性も大いにあるというようなことも

ありながら、具体的にできないというこ

となんですかね、そういうことですよね。

　やっぱりいろいろ機材を用いてという

のも確かにあります。これ、そういうト

レーニングマシーンを設けるということ

ですけどね、いろいろこれからもうちょっ

と勉強していただいて、例えば、温水プー

ルを歩いてはるご高齢の方なんかがいらっ

しゃいますよね。あれは、１つは体重を

足にかけずに、いろいろな筋力のトレー

ニングができるとかいうことで、何らか

のいろいろ効果があるそうです。そういっ

た、今ある中でもできることはしっかり

調べていただいてというか、調査してい

ただいて、やっぱり何かのアクション、

ＰＲを起こしていかなかったら、勝手に

やってらっしゃいますわというふうなん

ではなかなか進まないと。

　それから、その方々に携わってらっしゃ

るヘルパーとかケアマネジャーにそうい

う知識がなかったら、またこれ進まない

と思うんですね。この方たちは、お世話

することについては知識をいっぱい持っ

てはりますけども、例えば、今みたいに、

介護度を戻すというようなことについて

は自分たちの範疇とはちょっと違うわけ

ですね。仕事の範疇ではないように思う

んです。今の状態を見て、それに対して

のケアプランをつくって、それでケアを

していくというのがお仕事だと思うんで

すけども、そういった意味では、やっぱ

りヘルパーとかケアマネジャーにもいろ

いろな講習会等を伝えて、介護予防とい

う考え方、それから、介護度を戻せるん

やという、そういう考え方というのを、

名立たる講師を招いたりして、やっぱり

いろいろなことをやっていかないと、そ

れは実現なかなか難しいと思うんですね。

　だから、今予算的な問題でのこともあ

りますけども、今後、国が検討されてい

る中でそういう予算措置もできるかもわ

かりませんし、そういうこともよくにら

みながら、市として今の段階でできるこ

とはやっぱりしっかりと進めていってい

ただきたいと思うんですね。

　何も介護するだけが介護じゃなくて、

やっぱりその中からまた自立して、自分

で思うように行きたいところへ自分で行

けると、そういうふうな、健康で長生き

して人生を楽しんでいただくということ

がやっぱり大事だと思うんですよ。何も

この、だんだんと体が衰弱していく、そ

れに応じてただケアをしてもらうという

ことだけではなくて、やっぱりその方た

ちも、当事者の方たちも、もう一遍自分

で歩けるようになるんだとか、もう１回

ハイキングに行けるような体になるんだ

とか、そういう希望を持たせることもす

ごい大事だと思うんでね。ご本人が希望

を持っていただいて、もう１回回復しよ

うと、またできるんやという思いを持っ

ていただくこともすごい大事だと思うん

です。それには、やっぱり何らかの具体

的な政策を打っていかないとできないと

思いますので、その辺も何かしっかりと

取り組んでいただきたいということを、

これはしっかり要望しておきたいと思い

ます。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　グループホーム

の問い合わせに対する市の対応でござい

ますけれど、私どもの方では、民生常任
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委員協議会の中でもご説明させていただ

きましたけれど、事業計画を超えたグルー

プホームができますと、介護費用の負担

が大変だということで、そういった意味

合いの介護保険事業計画というのをご説

明すると同時に、本市の方のグループホー

ムについては、今もう既に千里丘東一丁

目の２７人分、それから、１７年に、特

養と併設をして２７人分、合計５４人分

が第２期の方で利用が見込まれますと。

これ以上の利用は、本市においては、今

の現状ではないのではないかということ

を、千里丘東一丁目のグループホームが

昨年の８月に開設をして、今現在、もう

３月でございますけれど、まあ言うたら、

半年たって１１人という状況をお伝えす

る中で、ある意味でその状況を理解いた

だいているという状況でございます。

　それから、市外の８人の方の住民票の

取り扱いでございますけれど、これは、

事業者の方には、開設の際については、

そうした負担が市の方に来るので、住民

票については云々というような、口頭で

させていただいておりますんですけれど、

これ以上は、本人が希望されたら、これ

を拒否するということは、事業者におい

ても市としてもできませんので、あとは、

利用者の事情によって動かされる場合に

ついては、ある意味でどうしようもない

というふうに考えております。

○野口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　もうこれ最後です。

　介護保険の計画をしっかりやっぱり保っ

ていく。またこれ、こういう大きな負担

をせなあかん施設がふえるということは、

結局は市民の皆さんに介護保険料として

はね返ってくるわけですので、この辺は

鋭意努力していただくことを要望してお

きます。

○野口委員長　ほかに質疑ございません

か。

　古谷委員。

○古谷委員　私の方からは、施設介護、

また居宅介護も含めまして苦情処理と申

しますか、そういう相談窓口の設置につ

いてどのような取り組みをされているの

か、ちょっと具体的には申し上げられま

せんけれども、やはり施設の方に対しま

しては、長いこと預かっていただいてい

ることもあってなかなか言いにくいとい

う面もあって、ご相談があったりします。

　また、居宅の方にしましても、やっぱ

りいろいろ思いがあられるみたいですけ

ど、いつでも変えられますよというのを

申しますんですけども、やはり利用され

ている方にしては、お世話になっている

ということから、なかなか言い出せない

状況にあるということをお聞きしており

ますので、今回、予算書の中で、どうい

うところでそういう問題について取り扱っ

ていらっしゃるのかということをお尋ね

したいと思います。

　それと、もう１点は、歳入の９ページ

でございますけども、そこの中の、款３、

国庫支出金の中の、目２というところで、

保険者機能強化特別対策給付金というの

が３０万３，０００円ということでござ

いますが、この内容についてちょっとお

尋ねしたいと思います。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　施設介護、また

は居宅介護サービスを受けられる中で、

さまざまな苦情でありますとか相談の対

応についてでございますけれど、基本的

には、介護保険課の窓口で、そうした苦

情処理の相談窓口になってございます。

　１４年度からは、介護相談員を各施設

の方に派遣をさせていただいて、利用者

並びにご家族の方々からいろいろなこと

をお聞かせ願って、そのお話を施設に伝
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えることで、ある意味で苦情処理をやっ

てございます。

　それとは別に、不服申し立ていうんで

すか、苦情があって、これが、施設の対

応が納得できないという場合については、

国保連合会の方で苦情処理委員会を設置

されておられます。この方で、一定、審

議・審査をされて、その結果を施設に、

保険者に伝えることによって苦情処理を

しようというのが、基本的には介護保険

制度でございます。

　それから、国庫支出金の中で、保険者

機能強化特別対策給付金というのがござ

いますけれど、これは、介護保険制度が

１２年度から始まって、ある意味で不正

な請求、例えば、施設介護でございまし

たら、本来の人員を配置しないで本来の

請求をするということで、減算をされな

いとか。また、居宅サービスにおいては、

訪問介護に行ってもしないのに行ったよ

うにして請求をするという不正請求が相

当の金額になってございます。これにつ

いて、適正な保険給付に努めなければな

らないということが、これが全国の市町

村の共通課題の１つでもございます。

　そんな中で、１５年度の１２月に補正

を組ませていただいて、利用者に医療保

険と同様に、使ったサービスの内容と金

額等をお知らせすることによって、ある

意味で利用者が点検というんですか、確

認をいただいて、事業者のサービス提供

が適切なものかどうかというのを確認し

ていただこうということで、この事業に

係る補助金が３０万３，０００円いただ

いております。

　主な支出としては、この給付を通知す

る郵便代がほとんどでございまして、あ

とは紙代とかそうした消耗品等で、一応

３０万３，０００円、これ全額国庫補助

になりますので、その部分を歳入として

受けさせていただいている状態でござい

ます。

○野口委員長　古谷委員。

○古谷委員　介護保険の特別対策費につ

きましてはわかりました。

　あとの２件ですね、居宅介護と、それ

から施設介護の件の苦情処理でございま

すけども、利用者の方は、その辺のとこ

ろはきちっとご存じなのでしょうかね。

そういう施設に介護相談員がいらっしゃ

るということがちゃんと徹底されていて

も、なかなかちょっとこれ、私自身がそ

ういう立場になったときに、どこまで本

当にご相談できるかなという、学校で言

えば、子どもを人質に取られてるような

ことで、学校の先生のいろいろなことを

言いにくいような、そんな状況とよく似

てるなと思ってお聞きしておりましたん

ですけども、利用されてる方としては、

おわかりになると思いますけど、お世話

になっているという、そういうやっぱり

ちょっとしたところから、弱みと申しま

すか、お世話になっているというところ

からなかなか言いにくいということをお

聞きさせていただきますので、利用者の

方が本当にそういうつらい思いをされな

いで済むような方法について、こういう

制度について、施設全部にあるというこ

とを、どういうところで周知徹底されて

いるのか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　施設利用者につ

きましては、月２回、同じ相談員、２人

１組で回らせていただいて、１４年の１

１月から今日まで、相当の回数行ってお

りますので、また、施設の方から、利用

者、入所者に、介護相談員ですよと、ご

相談があればしてくださいというふうな

ことをいただく中で実施しておりますの
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で、今ご指摘の、知っておられるのかど

うかということについては、十分承知し

ておられるという認識をしておったんで

すけれど、そういうようなご指摘もござ

いますので、今後、もう一度周知を、施

設の方にも相談員にも、利用者にも、チ

ラシとかいろいろな方法をもってやって

いきたいと。

　また、１６年度については、今ご指摘

いただいておるんですけれど、口頭でお

話するのはなかなかしんどいという状況

もあろうかと思いますので、アンケート

いうんですか、そういった形で取り組み

をさせていただこうというふうに考えて

おるところでございます。

○野口委員長　古谷委員。

○古谷委員　要望でございますけども、

今おっしゃられましたように、利用者の

方が気持ちよく、喜んでいただいて利用

できるような状況をまたつくっていただ

きたいということを要望いたしておきま

す。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　私の方から、１つ、保険料

の減免について、その利用者が１９名だ

ということでありますが、これが非常に、

恐らく対象として少ないというふうに思

うのでありますが、これは、減免要件が

非常に厳しいということが原因ではない

かと。特に同意書の提出というふうなこ

とを言われているんではないかと思うん

ですが、そういう点はどういうふうにお

考えでしょうか。

　もう１つは、利用料の減免の方であり

ますけれども、ホームヘルプ措置者の３

％軽減が６％軽減に引き上げられたこと

に対して、据え置くという措置をとられ

た市も大阪府下で８市あると聞いており

ますが、こういう利用料の減免制度をやっ

ぱりとって、利用しやすくすると。せっ

かく制度があるのに、こういう負担の点

から利用ができないというふうなことは

どうなのかということであります。いか

がでしょうか。

　３点目は、２００４年から認定ソフト

を新たにされるということでありますが、

現場のケアマネジャーの話などでは、介

護度が１ないし２など軽度の高齢者の判

定が低く出やすいというような傾向があ

るようです。また、要支援と要介護度１、

２の境界があいまいであるというふうな

ことも、現場からの声として上がってい

るということを聞いております。果たし

てこういう点で、これはまあ国の制度の、

国がソフトをつくったということであり

ますから、なかなかこれを変えるという

のは難しいかもしれませんけれども、前

の段階では、例えば痴呆が非常に低く出

るというような、そういう点は改善され

たのかもわかりませんけども、こういう

状況もあるということで、難しい問題で

はありますけれども、実態に沿うように

改善をしていくということもやっていく

必要があるし、今回のそういう、具体的

に動き出しているのか、その辺どういう

感じなのかわかりませんが、一体どうい

うふうにお感じでしょうか。

　その３点についてお聞かせください。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　まず、１点目の、

保険料の減免をした方が１９人というこ

とでございます。

　これは、条件が厳しいからこういうふ

うに見込みから少ないんではないかとい

うことなんですけれど、本会議の中でも

答弁させていただいていますように、本

市の減免制度につきましては、居住用資

産、それから、預貯金等についても、他

市よりは幅を広げた条件でございますの

で、結果的には、当初の見込みは２７０

－�55�－



人ぐらいいらっしゃるんではないかとい

うふうに申し上げておったんですけど、

結果的には１９人ということで、その見

込みからしますと非常に少ないというこ

とで、条件が厳しいというふうに思われ

てるんかなというふうに思いますけれど、

同様に、茨木市、それから、吹田市も本

市と同時期にさせていただきましたけれ

ど、その状況を聞きますと、茨木市が６

０人、それから、吹田市が６１人という

ような状況で、そういう相対的なことか

らしますと、本市の１９人は厳しいとい

うことではないというふうに考えており

ます。

　それから、２点目の、利用料の減免で

ございますけれど、ホームヘルプサービ

スの利用料の負担軽減が、１２年から１

４年までの３か年については３％負担と

いうことで、残り７％については公費助

成をしておったんですけれど、これは、

ご承知のとおり、平成１７年度には、そ

うしたホームヘルプサービスを受けてお

られた低所得の方々にも、一定１割負担

をいただこうという趣旨で介護保険制度

が始まっております。

　ですけれど、先ほどの保険料、それか

ら利用料につきましても、全国の市町村

から、再度の基本、根幹的な部分である

ので、介護保険制度の中でそうした基準

を示していただくようにという要望を国

の方にしております。

　大阪府の方におきましても、市町村の

意見・要望を取りまとめまして、利用料

については、高額介護サービスの１番ラ

ンクの低い老齢福祉年金の受給者が１万

５，０００を超えますと、その超えた分

については利用減免をしましょうという

制度があるんですけれど、これを第２段

階の低所得者にも当てはめて運用すべき

であるということを国の方に提言をして

おります。

　国の方の保険部会の方でも、この低所

得者対策については、利用料、保険料も

含めて非常に大切なことなので、今いろ

いろと議論をされております。次の新た

な改正案というんですか、この６月ぐら

いに国の方で取りまとめを予定されてお

られますけれど、その中では、一定の基

準を国が示されるというふうに考えてお

ります。

　それから、３点目の、認定ソフトでご

ざいますけれど、これにつきましては、

去年の４月から、新たに認定ソフトを、

１２年から１４年の実績とモデル事業を

３回にわたって実施をさせていただいて、

それを分析して、４月から新たな認定ソ

フトを立ち上げております。

　この結果によって、委員ご指摘のよう

に、痴呆の方については、ある程度改善

をされたという状況がございます。

　一方、要介護度の低い方については、

現行のソフトにおきましては軽く出るよ

うな傾向があるという状況にございます。

　そうしたことで、今般、また、国の方

では、次の認定ソフト改定に向けて一定

調査をさせていただいて、次の、１７年

になるか１８年になるかわかりませんけ

れど、新たなソフト開発をしておるのが

現状でございます。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　介護保険料の減免制度につ

いては、吹田市も茨木市も、昨年から新

たに実施したと聞いておりますが、しか

し、その基準が、問題になっている居住

財産とか預貯金とか、こういう点では、

茨木市は１００万円ということですから、

この点では摂津市の方が一定広く行われ

ているわけですが、あるいは吹田市は、

この当初は、これを、大体、本市と同水

準の３５０万円に引き上げるというよう
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な方向、２００３年当初は言っていたよ

うでありますけれども、そういう状況の

中で、摂津市、同水準だというんであれ

ば、このほかのいろいろな要因があるの

ではないかと。特に、同意書の提出を義

務づけているということですね。この点

についてのお答えがありませんでした。

これは撤廃することが必要だというふう

に考えておるんですが、いかがでしょう

か。

　それから、認定ソフトの問題について

はまだまだいろいろ問題もあるようで、

その改善を求めていくということはどう

しても必要であるということを申し述べ

ておきたいと思います。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　介護保険料の減

免申請の際に、銀行の預貯金の照会をす

るに当たって、同意書の添付をいただい

ておるんですけれど、この同意書が理由

で申請が少ないのではないかということ

なんですけれど、銀行に必要のある方に

ついては、やはり調べて、的確な収入を

把握した上で保険料を減免するのが筋で

ございますので、この同意書については、

一定必要な書類であるというふうに考え

ております。

○野口委員長　ほかにございませんか。

　上村委員。

○上村委員　１点だけちょっとお尋ねし

ますけども、第２期の今、介護保険の計

画の１つをやっとるわけですけども、先

般、きのうとりかい白鷺園の開所式があっ

て、施設整備が進んできていいなという

反面、これ財政的に、またこのことが負

担増になるという思いもしながら、複雑

な気持ちできのう行っとったんですけど

も、今年度、この介護給付費準備基金繰

入金ということで１，７６１万５，００

０円を繰り入れしていると。逆に、支出

の方で、昨年、積立金を１，８９４万８，

０００円という予算ベースで計上して、

今年度はもう３６１万２，０００円しか

もう積み立てしないということで、基金

が今どういう残高になったのかなという

ことと、あと、急にお金がなくなってき

たんで、基金から繰り入れをしているわ

けですけど、来年度は大丈夫かなという

ことと、今摂津市の介護保険料の所得割

率１，０００分の９．８ですか、という

ことで、この保険料は、大阪府下でどん

なレベルかなということを教えていただ

きたい。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　介護保険準備基

金から１，７００万円を繰り入れるんで

すけど、これにつきましては、第２期の

介護保険料の抑制ということで、１，７

００万円の繰り入れの予定いたしており

ます。

　１７年度には、合計で、１６年、１７

年、２か年で５，２３２万円の繰り入れ

を基金の方からいたします。１６年度に

ついては１，７００万円、その残る部分

については、１７年度に基金から繰り入

れをいたします。これは、介護保険料が、

当初の計画では３，４０１円、基金を取

り崩す前については３，４０１円の第３

段階の保険料を設定させていただきまし

た。この３，４０１円となりますと、第

１期の方が２，８８２円ということでご

ざいますので、いきなり負担が多くなる

ということで、第１期の保険料の剰余金

が現在７，８００万円ございます。この

７，８００万円から約５，２００万円を

取り崩して、残る基金が２，６００万円

ということになります。この２，６００

万円を、基本的には、１６年度、１７年

度に、もし給付に不足があるようでした

ら投入をしていこうという考え方でござ
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います。

　それから、一方、この保険料の賦課の

レベルでございますけれど、当初の第１

期の保険料については２，８８２円でご

ざいましたけれど、このときの相対的な

順位というのは、大阪府下の順位で言う

と、下から２番目の保険料水準でござい

ました。第２期については３，２８０円

ということで、大阪府下のレベルで言い

ますと、高いところから順に、摂津の方

は２９番目に位置いたしておるところで

ございます。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　保険料については２９番目

ということで、下から数えた方が早いと

いうことで、大阪府下では安い介護保険

料で運営されておるということの現状で

すね。これからそういう施設とか等々が

ふえてきて、準備金も２，６００万円に

なって、そのことで埋め合わせできない

場合は、これ１７年度までですよね、こ

のあれは、今の計画で。平成１８年、１

９年、２０年、次の第３期についても、

今後どう推移するのか、その予測は立つ

のかどうか、方向だけでもいいので、他

市の状況なんか比較して、お答えできる

範囲であればお答えいただきたいという

ことで、こういう状況は、今、摂津市民

にとって、今の状況は、保険料からいく

と非常にうれしいということと、あと、

先般、おじいちゃん、おばあちゃんがおっ

て、おじいちゃんがちょっと病気がちで

寝込んで、突然、おばあちゃんも倒れた

ということで、困った、困ったというこ

とで相談があって、介護保険課にちょっ

と相談に行ったら、女性の方に非常に親

切に教えていただいたということで、し

まいには涙ながらに感謝というか、自分

の今後の生活の不安感と、と同時に、説

明していただいた受付の方に感謝と、そ

ういうことでついつい泣いてしまいまし

たけども、そういった窓口の親切、丁寧

ということも、サービスの、お金では買

えない分がありますので、今、長嶋監督

が脳卒中で倒れて、今病院に入ってます

けど、いずれ３か月するとそういう介護

ということの世話になるパターンが、今、

日本そういうことがね、起こり得るとい

うことなんで、この介護保険制度ができ

て３年、４年目過ぎましたけども、そう

いった意味で、今の保険料率を守りなが

ら、なおかつ介護サービスを進めていく

ためのきっちりとしたその見込みという

ものも、住民に、市民にお知らせいただ

きたいなということで、難しい話かもし

れませんが、３年後の話はどうなるか、

非常に危惧するとこなんでね、財政が逼

迫してくるというのがあるんで、そこら

辺もうちょっと、推測で結構なんでお願

いします。

○野口委員長　中井参事。

○中井保健福祉部参事　将来の予測でご

ざいますけれど、施設サービスについて

は、ご承知のとおり、１人当たり、月３

０万円の給付がかかります。したがって、

施設の整備をどんどん進めていきますと、

当然、介護が楽になるということで、今

の現行制度では、入所申し込みをしたら、

これは優先入所の順番もございますけれ

ど、入れる可能性がございますので、こ

れを整備していったら、どんどん、どん

どんと、当然、施設介護の給付が高くな

ります。

　一方、居宅の方は１人１０万円でござ

いますので、必要な方については在宅で

支えていただこうということで、先ほど

来から介護予防でありますとか、そういっ

たことを通じて、在宅で、地域で支え合

うような支援を含めて、在宅をどう考え

ていくかということが重要でございます。
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　１８年以降については、これは高齢化

率がやはり高くなります。７５歳以上の

高齢者が増加をしますと、必然的に、や

はり何ぼリハビリや何やかんやと言って

も介護が必要になります。そうした介護

が必要になりますと、利用の見込み量も

当然増加、現状よりは第２期の見込み以

上に多分ふえるであろうというふうに考

えます。

　したがって、今の介護保険制度の仕組

みでは、使った費用の割り合いが、公費、

国、府、市が５０％を負担する。それか

ら、残りについては、現行では、４０歳

以上の人が３２％、それから６５歳以上

の人が１８％、かかった費用の負担をい

ただくということで、第２期においては、

３か年で７１億の給付見込みをいたして

おります。この給付の見込みが、第３期

で、居宅と施設の利用者を見込みながら

策定をするんですけれど、これが現行と

同じであるならば、リハビリとかいろい

ろなことをして、今の給付以上に伸びな

い。また、介護報酬の減額改定とか、い

ろいろなことの要因によって７１億ふえ

ない場合については、現行の保険料で賄

えるのではないかというふうに考えてお

ります。

○野口委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時３５分　休憩）

（午後４時３７分　再開）

○野口委員長　再開します。

　討論に入ります。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第３号について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第４号について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第７号について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第９号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第１１号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定
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いたしました。

　続いて、議案第１４号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　続いて、議案第２４号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第２６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第２９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

　　（挙手する者あり）

○野口委員長　賛成多数。

　よって本件は、可決すべきものと決定

いたしました。

　暫時休憩します。

（午後４時４０分　休憩）

（午後４時４３分　再開）

○野口委員長　再開します。

　請願第１号の審査を行います。

　紹介議員からまず説明を求めます。

　原田議員。

○原田議員　委員の皆様方には、長時間、

大変お疲れさまでございますが、請願の

審査をよろしくお願いいたします。

　それでは、私の方から請願の趣旨説明

を行いたいと思います。

　請願第１号、鳥飼上四丁目、ふれあい

の里バス停前の固形燃料製造工場進出に

反対する請願でございます。

　請願者は、摂津市鳥飼上一丁目２０番

７号、小林貞夫ほか２，１７８名の署名

を添えて請願をいたすものでございます。

　それでは、安藤議員ともどもでござい

ますが、紹介議員の私の方から趣旨説明

を申し上げたいと思います。

　まず最初に、昨年の７月ごろでござい

ますが、株式会社アイデックスという会

社の方から、地元自治会に対して、鳥飼

上四丁目１３４番地ほか６筆、現在の倉

庫跡地に固形燃料の工場をつくりたいと

いうことでお話があったようでございま

す。その後、７月２９日に、地元自治会

役員並びに農家代表の方より、その業者

より、会社の設立にかかわる説明がなさ

れたわけでございますけれども、不十分

であったわけでございます。

　そして、続きまして、８月の２０日、

第２回の説明会がまた地元で行われまし

て、これも、地元の皆さん方と不調とい

うことであります。その後、会社側より、
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反対でもいいから、自治会の意見が欲し

い、こういうお話があったわけでござい

ますが、その後、お話もなく日がたった

ように聞いております。

　そこで、この固形燃料の工場について

概要を申し上げたいと思います。

　許可内容といたしましては、処分業と

いうことで、中間処理、減容固化、破砕、

油水分離、そして、取り扱い品目につき

ましては、汚泥、廃油、プラスチック類、

紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、

ゴムくず、ガラスくず及び陶磁器くずな

ど９種類の取扱品目がございます。

　処理能力といたしまして、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、ごみくずの繊維

くずなどを減容固化いたしまして、日量

３０トンの固形燃料をつくるということ

でございます。その間、破砕を行ったり

あるいは油水分離をされるわけでござい

ます。

　事業計画といたしまして、家電メーカー

その他の事業所から排出された廃プラス

チック類、紙くず、木くずを主とする産

業廃棄物を破砕後、金属などの異物を除

去して、約直径１．５ミリ、そして長さ

４センチの棒状に成型をいたしまして、

ＰＲＦ燃料として、製紙会社などの利用

に供するということで売却をし、供する

ということでございます。

　油分を含んだウエス等は、脱油処理を

してウエスと廃油に分離をする。ウエス

はＰＲＦ処理をし、廃油は油の専門処理

業者に処理を委託すると。ガラス及び陶

磁器くず、金属くずは破砕し、売却でき

ないものは埋め立て処分業者に委託をす

ると、こういう内容でございます。

　その経過を少し申し上げますと、この

業者から事前審査の申請をされておられ

ます。これは、７月１８日に、大阪府の

方にその事前審査を申請されておられま

す。その後、関係機関へ大阪府からいろ

いろとご照会があったようでございます。

　８月１５日に、地元鳥飼上実行組合か

ら、大阪府知事並びに摂津市長への要望

書が提出をされておられます。そして、

９月の９日に指示書の交付が大阪府より

されておりまして、１０月の９日に事業

計画書の提出をされております。そして、

１２月の５日、事前審査終了書の交付が

なされております。

　先ほど申し上げましたように、８月２

０日以後、何の連絡もないまま、また、

市の方にも連絡のないまま、１２月５日

に、大阪府から事前審査の終了書の交付

がなされたということでございます。こ

れに伴いまして、地元より１７６名の署

名を添えて、製造工場進出に反対する陳

情を出されております。

　そういうことがなされておりまして、

業者といたしましては、１２月５日に、

その事前審査終了書を受け取った後、工

事の着工に入ったわけでございます。

　そういう経過を経まして、先般３月４

日に、大阪府より地元の皆さん方にご説

明があったところでございます。

　さて、この固形燃料製造工場でござい

ますが、私ども、この工場は、先ほど申

し上げましたように、廃プラスチック等

をいわゆる破砕をして固形燃料を製造す

るということでございまして、当然、破

砕をするために粉じんが出ますし、そし

て排水等にも出る。あるいは騒音・振動、

その他悪臭、あるいは火災の発生等が心

配をされるわけでございます。

　ご承知のとおり、この鳥飼上四丁目地

区は準工場地域でございまして、多くの

工場あるいは住宅、そしてまた、この隣

接地には生産緑地の農地が残存しており

まして、まだ現在耕作をされておられて

おるところでございます。
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　そうしたところにこの工場が進出する

ことによりまして、また、近くには摂津

市の障害者訓練施設、ふれあいの里もご

ざいます。そういうところにこうした危

険を伴う工場、特に燃料をつくるという

工場でございますので、一度火災が発生

をすれば大変な惨事が起こると、こうい

うことで、地元としては、そういう工場

の進出には反対であると、こういうこと

で、請願あるいは陳情、反対運動等が行

われておるわけでございますが、今般、

先ほど申し上げましたように、摂津市議

会において、大阪府に対しまして、この

燃料製造工場の進出許可を慎重に取り扱

われるように府の方に働きかけをしてい

ただきたいと、こういう内容の趣旨でご

ざいます。

　いずれにいたしましても、こうした工

場が進出をしてまいりますと、住民の暮

らしの安心、そして、地域の安全という

ものが非常に脅かされてくるということ

で、大変なことであるということであり

ますので、議員の皆さん方におかれまし

ても、十分その意を斟酌していただきま

して、この請願趣旨に基づきまして、ひ

とつ採択をいただきますように私の方か

らお願いを申し上げ、提案の趣旨説明と

させていただきますので、よろしくお願

いいたします。

○野口委員長　紹介議員より説明が終わ

りました。

　これより質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　先ほどのご説明で、趣旨は

よくわかりましたんですけども、その根

幹をなす部分の固形燃料製造事業をされ

るこの工場の、さまざまな害を及ぼすと

いうことにつきまして、この内容は、非

常に高度な知識がないと、それを判断で

きないというふうに思いまして、これ２

月の１８日に提示をされて、今回、初め

てその辺の詳しい説明、また本会議でも

ありましたけども、私自身、もうひとつ、

その業界の者でありませんので、現実に

はどうなのか判断できないのが現状でご

ざいます。

　それで、委員長、ここで私提案させて

いただきたいんですけども、ちょっと今

判断するのも困難なので、もうしばらく

時間をいただいて、この辺のことをしっ

かり私たちが判断できる知識を、調査な

りさせていただく時間をいただくために、

これ、よろしければ継続審査ということ

で、一度、お取り計らい願えないかなと

いうことを要望させていただきます。

○野口委員長　原田議員。

○原田議員　高度な技術等のお話がござ

いました。横文字なんですけれども、Ｒ

ＤＦ、そして、ＲＰＦという２種類の固

形燃料があるわけでございます。もちろ

んこれは材料は違うわけでございますけ

れども、ＲＤＦは生ごみの方から、ＲＰ

Ｆの方についてはプラスチック等という

ことで、今回、ＲＰＦになるわけでござ

いますけれども、昨年の８月に、三重県

の多度町で、ＲＤＦの工場から火災が発

生をして、そして、死者が２名、けが人

が数人出たという報道がされております。

　それを受けまして、いわゆる環境省に

おきましては、ごみ固形燃料の適正管理

方策ということで、ごみ固形燃料適正管

理検討会というものを設置されまして、

中間答申的な内容をまとめられたものが

ございます。その中に、やはり危険であ

るということが示されております。

　先日、私が代表質問の中で申し上げて

おりましたように、５点ほど、破砕ある

いは温度、固化度、換気、そして保管。

特に、私、一番心配いたしますのは保管

ということでございます。保管というの
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は、持ち込まれる材料、固形燃料をつく

る材料、そして、そのでき上がった製品

の保管、こういうことによって、かなり

の量がその工場内に保存されるわけでご

ざいます。特に、保管については、でき

上がった製品は、摂津市の消防法とかあ

るいは摂津市の火災予防条例に抵触をし

ておらないと、こういうことで言われて

おるわけでございますけれども、一たん

火がつけば、このＲＰＦというのは約３，

０００度の熱を発します。ＲＤＦにつき

ましては約１，０００度というふうに聞

いております、燃えた場合ですね。その

３，０００度の火力ということになりま

すと、たちまちその倉庫は、鉄骨でもあ

るんですけれども、あめのようにへし曲

がってしまう。数年前に鶴野地区の倉庫

で火災が発生いたしました。この中にカ

セットボンベがたくさんあったわけです

ね。これを、消防の法律あるいは条例に

基づいて立入検査をしなきゃならない。

にもかかわらず、そういうことができて

おらなかった。こういうことで、死者は

なかったけれども、かなりの危険なこと

が、皆さんもご存じのとおりあったわけ

でございます。

　そういうことで、立入検査もやればと

いうことになるんですけれども、それよ

りもまず、そういう工場が来ていただか

なければ、こういう問題も心配もしなく

てもよかった。もしそういうことである

ならば、もう少し広大な地域あるいは工

業地域もあります。先ほども申し上げま

したように、住宅そして農地もある、工

場もあるという、また、近くには福祉施

設もあると。こういうところに、そうい

う危険を伴うものについては、やっぱり

ご遠慮願いたいというのが地元の意見で

ございます。もっと広大な敷地で、火災

が起こっても十分だというようなスペー

スがあれば、私はそう問題はないという

ふうに考えるわけですけれども、この場

所約１，０００坪余りでございます。ま

た、隣には１メートル足らずのところに

倉庫が建っておると。工場も作業されて

おられると。こういうところにそういう

ことが出てくるということについては、

やっぱりいち早く問題の重要性をかんが

みて、こういう皆さん方の意見を、早く

市議会としての意見表明をするべきであ

ろうと、こういうふうに考えておるんで

すけど、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○野口委員長　山下委員。

○山下委員　一定のやっぱり質疑を行っ

て、その上で審議どうするかということ

にしたらいいと思うんですが、そういう

ことで、私、質疑をさせていただきたい

と思うんですが。

　今もお話にあったように、ＲＰＦとい

うのが、最近、やられてきた技術でね。

非常に高度だから判断できないと、こう

いうもんだろうかと言うんですね。それ、

科学的な技術持ってね、これは安全だと

いうことが言い切れるかと。そしたらね、

ＲＤＦでも、これは政府も認可し、進め

てきたわけですね。安全だとしてきたで

しょ。これをごみ処理のサイクルにとっ

ては有効なんだというようなことも言う

てきたはずですよ。それで認可されてき

たと。しかし、現実には事故が起こって

いると。そういうところに着目すれば、

やっぱりこうした、ごみを燃料化すると

いうことによって今言われている循環型

社会を形成しようというのは、やっぱり

どだいおかしいと。できるだけごみを出

さないと。プラスチックなんかの処理を

するということでやっていくということ

は本当にいいのかと。燃やせば、やっぱ

りそれは廃プラスチックであれば高度な
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熱を生じるし、もちろん、処理するとき

にはダイオキシンの処理なんかしなけりゃ

ならなんということになってくるわけで、

それはそれなりの技術をやっていくんで

しょうけれどもね。

　今お話にあったように、そういった高

度な理解力がないからできないというこ

とではなくて、そういう危険性があるん

であれば、私は、この請願の趣旨に言わ

れているような進出許可について、府は

慎重にやれということを申し入れるとい

うことは、これは当然のことではないか

というふうに思うんですね。

　そういう立場から、大阪府が認可に至っ

た経緯というのも十分に、地元では一度

説明したということでありますけれども、

この辺の説明の状況なども、今の話では

もうひとつよくわかりません。

　その辺、ひとつお聞かせをいただきた

いと思いますが、いかがでしょう。

○野口委員長　ちょっと委員長の方から

相談をしたいんですが、進め方の問題で

す。

　最初に藤浦委員の方から、継続審議と

いうことでどないですかという話があり

ましたので、その後、山下委員の方から、

質問含めて出ておりますので、委員長と

しては、最初に質疑はしていただいて、

その後、どうするかということの相談を

したいなと思うんですけども、どうでしょ

うか。いいですか。古谷委員。

○古谷委員　私、藤浦委員と同じ意見で

すので。

○野口委員長　上村委員。

○上村委員　継続審査でいいです。

○野口委員長　一応、きょう、紹介議員

の方から説明受けていますので、最低、

質疑はした方がいいんじゃないかなと思

いますので、その後、最後に、今後どう

するかという話を相談させていただきた

いと思いますので、お願いいたします。

　そしたら、山下委員に対する答弁。

　原田議員。

○原田議員　ＲＤＦとＲＰＦは同じ法律

を使われておるわけでございます。いず

れ、この問題については法整備が私はな

されるというふうに思うわけですけれど

も、現時点、同じ法律を適用しておると

いうことでありますから、危険度の問題

なんかはかなり心配はしなきゃならない

と、こういうふうに思っておるわけです

ね。

　大阪府の関係ということでお問いでご

ざいますけれども、先ほど少し経過を申

し上げましたけれども、やはり大阪府の

方としては、法にあるいは府条例ですか、

に基づいて進められておるわけでござい

ます。そういう意味で、事前審査の申請

を、先ほど申し上げましたように、７月

１８日に大阪府は受理をしていると。そ

の後、１２月５日に事前審査の終了であ

ると。その間に、大阪府と業者とはいろ

いろやり取りはあったでしょう。そうい

うことは、地元、市に全く知らされてお

らなかったと。これは問題なんですけれ

ども、本会議でも申し上げましたように。

その間の関係機関への照会、例えば消防

署とかあるいは市の行政とかにあっただ

ろうと今思うわけです。その後、指示書

の交付、先ほど申し上げましたように９

月の９日でございます。

　それから、事業計画を提出させており

ます。それは１０月の９日、１か月後で

す。事業計画は、いろいろ内容をですね。

ましてこういう形でやりたいという事業

計画を出して、それで、事前審査の終了

書を、先ほど申し上げましたように１２

月５日に交付をしておると。

　今後、これに基づきまして工場をつく

るわけですね。つくっていって、最後に
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検査をするようでございます。中間処理

業の許可申請に基づく、いわゆる計画要

件の照会、回答、で、許可証の交付がさ

れるわけでございます。そのいきますま

でに、摂津市の条例がございます。摂津

市環境の保全及び創造に関する条例、こ

れつくっておりまして、本会議でも申し

上げましたように、この条例の３０条に、

指定工場ということがあります。これは

担当に聞きますと、この工場につきまし

ては指定工場にすると、こういうことで

あります。そうすると、指定工場にされ

ますと、努力義務とかあるいは市の指導

とか少し入るわけでございます。これに

基づいて市の指導ということになるわけ

です。

　１つは、建築確認を取らなきゃならな

いわけです。この場合は、６０日前に市

の方に届け出をしなければならない。と

ころが、あの工場予定地はもう既に建築

確認がおりております。もう建っとるわ

けですわ、事前に。前の倉庫を利用する

ということでございますから、もう建っ

とるわけですわ。建築確認の必要がない

と。そういう場合は、ない場合について

は、１か月前、３０日前に届け出をしな

さいと、こういうふうになっております。

これに基づいて、指定工場の指定という

んですか、それを受けると思うんです、

市としては。

　しかし、そういう状況を踏まえていく

ならば、自然と許可がおりてくるという。

地元住民の皆さん方の声、そういうもの

を生かすのはやはり市議会であるという

ふうに私は思っておるわけでございます。

　大阪府の説明によりますと、先ほど申

し上げました、公害が予測されるという

ような状況についてはクリアできるとい

うふうに説明を受けておりました、この

前にね。粉じんとか振動とか騒音とか、

予測される公害等については十分クリア

できるというような説明であった。

　ただ、私が申し上げましたように、で

き上がった製品の保管、そして、いわゆ

るそれにつく材料の保管、これ必要なん

ですけども、私の考えでは、それにはま

だ不十分ではないかと今考えております。

３０トン、あるいは２日たまれば６０ト

ン、３日たまれば９０トン、そういうと

ころが、ああいう狭隘な工場の中で十分

確保できるかという心配があります。そ

れは、製品ができ上がれば搬出をしたら

いいんだということであるんですけれど

も、いわゆる創業当初は慎重に工場の操

業をするでしょう。しかし、慣れてくる

と少しストックをためて、経費、コスト

を削減するために置いておいて、保管し

て、そして搬出をするということで、守

らなきゃならない基準をオーバーするこ

とが往々にしてあるわけでございます。

そのことが大きな事故につながっている

わけですから。

　そういう面を十分ご理解をいただいて、

私どもといたしましては、早期に市議会

の意見をまとめていただきたいと、こう

いうふうに思っておるところでございま

す。

　府の状況等につきまして、また不足で

ありましたら、担当によくまた意見聴取

をしていただいて、進めていただければ

ありがたいというふうに思っております。

○野口委員長　暫時休憩します。

（午後５時８分　休憩）

（午後５時９分　再開）

○野口委員長　再開します。

　原田議員。

○原田議員　委員長、行政側のいわゆる

意見聴取というのをちょっと諮っておい

ていただきたいと思います。先ほど、不

十分なところもあるから、そういう面に
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ついて、府とのやり取りとかそういうも

のがあるので、そういった事情聴取は、

私たちはしてほしいと思います。

○野口委員長　暫時休憩します。

（午後５時　９分　休憩）

（午後５時２１分　再開）

○野口委員長　再開します。

　請願第１号については、閉会中の継続

審査にすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

（午後５時２２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 野 口 　 博

民生常任委員  山 下 信 行
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